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   第 ２ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成30年４月27日(金曜日) 

            午後０時58分開議 

            午前３時30分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 平成30年度主要事業等の説明 

 報告事項 

①平成28年熊本地震からの復旧・復興 

の状況について 

  ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 緒 方 勇 二 

        副委員長 松 村 秀 逸 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 中 村 亮 彦 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 福 島 誠 治 

       政策審議監 竹 内 信 義 

      生産経営局長 山 下 浩 次 

      農村振興局長 西 森 英 敏 

        森林局長 三 原 義 之 

        水産局長 木 村 武 志 

    農林水産政策課長 千 田 真 寿 

      団体支援課長 杉 山 正 三 

 流通アグリビジネス課長 井 上 克 浩 

      農業技術課長 酒瀬川 美 鈴 

      農産園芸課長 大 島   深 

         政策監 後 藤 雅 彦 

  首席審議員兼畜産課長 中 村 秀 朗 

  農地・担い手支援課長 下 田 安 幸 

      農村計画課長 渡 邉 泰 浩 

      農地整備課長 福 島 理 仁 

     むらづくり課長 久保田   修 

      技術管理課長 今 田 久仁生 

      森林整備課長 松 木   聡 

      林業振興課長 入 口 政 明 

      森林保全課長 古 賀 英 雄 

      水産振興課長 山 田 雅 章 

    漁港漁場整備課長 菰 田 武 志 

  農業研究センター所長 川 口 卓 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 門 垣 文 輝 

     政務調査課主幹 植 田 晃 史 

     ――――――――――――――― 

  午後０時58分開議 

○緒方勇二委員長 それでは、ただいまから

第２回農林水産常任委員会を開会いたしま

す。 

 まず、開会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 第１回の農林水産常任委員会で委員長に選

任いただきました緒方勇二でございます。今

後１年間、松村副委員長とともに、誠心誠

意、円滑な委員会運営に努めてまいりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 委員各位におかれましては、御指導、御鞭

撻のほどいただきますよう、心からお願い申

し上げます。 

 また、農林水産部長初め執行部の皆様方に

おかれましても、御協力をよろしくお願い申

し上げまして、簡単ではございますが、御挨

拶とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 
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 続いて、松村副委員長より御挨拶をお願い

します。 

 

○松村秀逸副委員長 皆さん、こんにちは。 

 第１回農林水産常任委員会で副委員長に選

任いただきました松村秀逸でございます。ど

うぞよろしくお願いします。今後１年間、緒

方委員長を補佐し、一生懸命、円滑な委員会

運営に努めてまいります。 

 委員各位、また、執行部の皆さん方には御

協力のほどをよろしくお願い申し上げます。 

 簡単ですけれども、御挨拶にかえさせてい

ただきます。 

 

○緒方勇二委員長 次に、本日は執行部を交

えての初めての委員会でありますので、幹部

職員の自己紹介をお願いいたします。 

 なお、課長以上については自席からの自己

紹介とし、審議員ほかの職員については、お

手元にお配りしております職員紹介用名簿の

裏面にあります幹部職員名簿により、紹介に

かえさせていただきます。 

 それでは、福島農林水産部長から、順次お

願いいたします。 

   (農林水産部長～漁港漁場整備課長の順

に自己紹介) 

○緒方勇二委員長 １年間、このメンバーで

審議を行いますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、平成30年度主要事業等説明に入

ります。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 初めに、福島農林水産部長から総括説明を

行い、続いて、各課長から資料に従い順次説

明をお願いします。 

 

○福島農林水産部長 それでは、改めて御挨

拶申し上げます。 

 緒方委員長、松村副委員長を初め委員の皆

様方には、この１年間、よろしく御指導を賜

りますようお願い申し上げます。 

 平成30年度は、熊本復旧・復興４カ年戦略

に沿って、平成31年の営農再開100％を目指

し、熊本地震からの復旧、復興をさらに加速

化させるとともに、競争力ある農林水産業の

実現に取り組んでまいります。 

 まず、熊本地震からの復旧、復興について

です。 

 農林水産業においては、1,826億円に上る

過去最大の被害が発生しました。国の格別の

支援のもと、本県も全力を挙げて対応してき

たところですが、被災した農地や農業用施設

等の復旧に引き続き取り組み、大切畑ダムの

復旧工事にも着手するとともに、これ以外の

農地等災害復旧事業箇所につきましては、今

年度中の復旧完了を目指します。あわせて、

農地の大区画化や担い手への集積など創造的

復興にも取り組んでまいります。 

 次に、競争力ある農林水産業の実現につい

てです。 

 農業においては、国際競争力の強化、グロ

ーバルな農業技術等の交流、熊本型特区の実

現に向けた外国人材の受け入れ、育成の体制

整備や、米政策転換等に対応した産地育成、

家畜改良の加速化、担い手の経営力向上や高

度な人材育成、さらには、中山間地域におけ

る持続可能な農業の推進等の施策を強化して

まいります。 

 また、林業においては、担い手育成のため

の研修体系の再編、充実や、適正な森林整備

のための森林集約化、森林資源の循環利用に

向けた再造林による適切な更新対策などを強

化するとともに、平成31年度からの森林環境

譲与税の導入に向けた準備を進めてまいりま

す。 

 さらに、水産業においては、有明海、八代

海等の漁場環境の改善や、漁業所得の向上を

図るためのヒトエグサ等の海藻増養殖技術の

開発、マガキ養殖技術の確立、八代海におけ
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る資源回復を目指した新たな種苗生産技術の

開発等を強化してまいります。 

 以上のような取り組みを進めるため、平成

30年度当初予算では、一般会計791億円余、

特別会計９億円余、総額801億円余を計上し

ております。 

 本日は、農林水産部における今年度の主要

事業等を御説明しますとともに、熊本地震か

らの復旧、復興の状況について御報告申し上

げます。 

 詳細につきましては、この後それぞれ担当

課長から説明させますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

○千田農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料、平成30年度

主要事業及び新規事業について説明させてい

ただきます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 農林水産部の機構図でございます。 

 本庁は、５局16課の体制となっておりま

す。また、出先機関では、真ん中あたりに記

載がありますが、今年度から新たに大切畑ダ

ム復興事務所を新設しております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 各課の担当事務の概略を示しております。 

 続きまして、３ページをお願いいたしま

す。 

 平成30年度当初予算の総括表でございま

す。 

 本年度予算額、(A)欄の一番下をごらんく

ださい。 

 農林水産部全体の予算は、総額で801億円

余となっております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 平成30年度農林水産部施策の方針でござい

ます。 

 部長の挨拶にもありましたとおり、営農再

開100％を初めとした復旧、復興の歩みを進

めるとともに、競争力ある農林水産業の実現

に向け取り組むこととしています。 

 個別の説明は、時間の関係から割愛させて

いただきます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 平成30年度主要事業及び新規事業でござい

ます。 

 農林水産政策課からは、新規事業のグロー

バル農業交流推進事業を説明させていただき

ます。 

 農業分野におけますグローバル化に対応す

るため、技術支援を通じた信頼関係構築、農

業技術等の相互研さんによる国際水準への対

応など、海外との交流を推進するものでござ

います。 

 具体的には、本県とＭＯＵ、国際交流の促

進に関する覚書を締結しましたバリ州のモデ

ル農園における技術支援や、モンタナ州、タ

イなどとの技術交流等を予定しております。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○杉山団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 資料の７ページをお願いいたします。 

 農業共済加入促進事業でございます。 

 台風等の自然災害に対するセーフティーネ

ットであります農業共済の加入促進を図るた

めの事業で、主なものとして、事業内容の

(1)市町村加入促進支援事業は、果樹共済と

園芸施設共済の加入者への掛金支援を市町村

と連携して行うものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 収入保険制度導入対策事業でございます。 

 収入保険制度は、自然災害に加えまして、

価格低下も含めた農業収入の減少を補塡する

もので、平成31年１月から制度がスタートい

たします。 

 収入保険制度導入対策事業は、収入保険制

度につきまして普及啓発等を行うもので、事

業内容の(2)収入保険制度普及啓発事業は、
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制度の加入要件が青色申告の実施であるた

め、青色申告者をふやすための取り組みとい

たしまして、県担い手育成総合支援協議会を

通じて研修会の開催等を行うものでございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 水産団体経営安定総合対策事業でございま

す。 

 漁協の経営基盤や組織体制を強化するため

の事業で、事業内容の(1)は、経営の厳しい

漁協が、財務処理の適正化や経営改善計画の

策定を税理士等の外部専門家に依頼するため

の経費を助成するものでございます。 

 また、(2)は、漁協が事業改革や組織再編

に取り組むために必要な経費を助成するもの

でございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 農林水産業制度資金でございます。 

 農林水産業の方々の設備の近代化や経営改

善を図るために必要な資金を長期かつ低利で

融資するもので、次の11ページにかけまして

資金の一覧を記載しております。各資金の融

資枠は、近年の融資実績や資金需要見込み等

を踏まえまして、必要な融資枠を設けており

ます。 

 団体支援課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○井上流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 12ページ目をお願いします。 

 フードバレー構想推進関連事業です。 

 くまもと県南フードバレー構想を推進する

ため、フードバレーアグリビジネスセンター

やくまもと県南フードバレー推進協議会を核

として各種活動を展開してまいります。 

 主な事業について御説明いたします。 

 フードバレーアグリビジネスセンター推進

事業です。当センターの施設機械を開放し、

生産者、事業者の試験研究や開発、ビジネス

サポートを推進します。 

 リスクに強い地域連携基盤づくり事業で

す。地域商社ＫＡＳＳＥ ＪＡＰＡＮを活用

し、ＰＢ商品の開発、食と観光を絡めた展開

などの支援を行います。 

 今年度から行う地域未来モデル事業です。

農産物の１次加工施設整備に関する補助を実

施いたします。 

 次に、13ページ目をお願いいたします。 

 農産物等セールス拡大加速化事業です。 

 熊本地震からの復旧、復興を応援する声が

多い首都圏、それから関西圏におきまして、

認知度向上と販路拡大を図ります。内容とし

ては、知事のトップセールスを初め、物産

展、大手量販店やレストランと連携したフェ

アを開催いたします。 

 次に、14ページ目をお願いいたします。 

 地産地消推進関連事業です。 

 くまもと地産地消推進県民条例の理念に従

って、関係機関が一体となって地産地消を推

進いたします。また、学校給食における県産

食材の利用促進を図ります。 

 主な事業について説明いたします。 

 くまもと地産地消利活用促進事業では、メ

ルマガなどを活用した地産地消に係る情報発

信と普及啓発、生産者と消費者で組織された

くまもと食・農ネットワークの活動を支援い

たします。 

 また、学校給食向け県産食材流通モデル実

証事業では、県産食材の納入体制を強化する

ため、直売所などの中間組織を核とし、県産

食材の流通モデルを構築いたします。 

 地産地消モデル献立作成事業では、学校栄

養教諭などに向けて、旬や出荷時期と連動し

た学校給食のモデル献立を作成し、配布いた

します。 

 次に、15ページ目をお願いいたします。 

 農林水産物等輸出関連事業でございます。 

 輸出に取り組みやすい環境づくり、輸出に

取り組む事業者などの育成、輸出に向けたビ
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ジネスチャンスの創出により、輸出競争力の

強化を図ってまいります。 

 主な事業について説明します。 

 訪日外国人食の連携輸出拡大事業です。 

 クルーズ船における県産食材の活用、香港

直行便を活用した新たな輸出の展開、熊本県

内にあります外国人組織などと連携し、そこ

で得た現地情報を商品開発や販路拡大に生か

します。 

 次に、海外輸出拡大プロモーション事業で

ございます。 

 海外バイヤーの招聘、海外飲食店でのプロ

モーション、それから新規国での新たな輸出

の展開、海外トップセールスを行います。 

 また、県産農林水産物等輸出推進総合支援

事業です。 

 輸出拡大アドバイザーの設置、各種協議会

を通じて、ＪＡや農業者などが行う輸出促進

活動を支援いたします。 

 次に、16ページ目をお願いいたします。 

 企業の農業参入促進・定着支援事業です。 

 地域との調和を図りながら農業に参入する

企業に対し総合的な支援を行うことで、企業

の農業参入と定着を図ります。 

 主な事業です。 

 農業参入検討企業ワンストップサポート事

業です。企業訪問の実施や農業参入に関する

セミナーを開催いたします。 

 企業参入促進補助金です。市町村などと農

業参入協定を締結していただいた新規に農業

に参入する企業に対しまして、諸経費などを

助成いたします。 

 さらに、参入企業定着支援事業です。農業

参入した企業が、さらなる施設や機械を導入

する際、一定の条件で補助いたします。 

 流通アグリビジネス課は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 説明資料の17ページをお願いいたします。 

 普及指導関連でございます。 

 まず、上の段の協同農業普及事業は、農業

改良助長法に基づき、本庁及び広域本部、地

域振興局等に普及職員を配置し、農業者への

農業技術や経営指導のほか、職員の資質向上

などに取り組むものでございます。 

 ＡＬＬくまもと農産物生産支援体制強化事

業は、農業者への技術指導力を最大化させる

ために、営農指導員の育成に取り組む農業団

体を支援するものでございます。 

 また、ＩＣＴタブレット端末を活用しまし

て、県下各産地の情報を共有化しながら、産

地づくりにつなげることとしております。 

 18ページをお願いいたします。 

 阿蘇火山対策関連でございます。 

 上の段の阿蘇火山活動営農対策降灰分析調

査事業は、県内28カ所に設置した調査地点に

おける降灰量などの調査、分析を外部に委託

するものでございます。 

 次に、阿蘇火山活動降灰地域緊急土壌矯正

事業は、降灰により酸性化した土壌を矯正す

るための資材購入の助成事業でございます。 

 次に、19ページでございます。 

 環境保全型農業直接支払事業でございま

す。 

 地球温暖化防止や生物多様性保全のため

に、環境保全効果の高い営農活動に対して交

付金を交付するものでございます。レンゲ等

のカバークロップの作付や堆肥の利用、有機

農業などの取り組みに対しまして、10アール

当たり8,000円を上限に交付するものでござ

います。 

 20ページでございます。 

 地下水と土を育む農業総合推進事業でござ

います。 

 これは、平成27年４月から施行しておりま

す地下水と土を育む農業推進条例に基づきま

す事業でございます。地下水と土を育む農業

の県民への理解促進や化学肥料、農薬を削減
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するための技術の導入、生き物と共生する産

地育成、グリーン農業による農産物の消費拡

大などでございます。 

 次に、21ページでございます。 

 農業生産工程管理(ＧＡＰ)導入促進事業で

ございます。 

 2020年開催の東京オリンピック・パラリン

ピックや輸出への対応も見据えまして、昨年

７月に創設しましたくまもと県版ＧＡＰの推

進を行うとともに、大会への食材供給の促進

を図るものでございます。ＧＡＰ推進のため

のモデル産地の設定や指導員の養成、ＧＡＰ

取得のための土壌分析費など初期費用を助成

し、認証拡大を行うものです。また、オリ・

パラ大会へ本県農産物を供給するための情報

収集や販売促進活動を行っていくこととして

おります。 

 22ページでございます。 

 農業研究センター試験研究費でございま

す。 

 農業技術開発の拠点として、稼げる農業の

実現に向けまして、県オリジナル品種の育成

や、品種、収量を高める技術開発、安全な農

産物の生産技術の高度化のための技術開発な

どの試験研究を行うものでございます。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○大島農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 資料は、23ページをお願いいたします。 

 農業における労働力確保対策につきまして

は、熊本地震の発生に伴い、顕在化いたしま

した労働力不足に対応するため、上段にあり

ます熊本地震復興労働力確保対策事業では、

事業内容にありますように、モデル地区にお

ける国内人材の労働力確保、地域間連携対策

を、下段の新規事業、震災復興農業外国人材

受入育成事業では、事業内容にありますよう

に、熊本型特区の実現に向けて、いつ地区指

定を受けてもいいように、外国人材の受け入

れ、育成体制構築に必要な調査、構想づくり

を進めるものでございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 阿蘇火山等対策事業につきましては、上段

の園芸対策では、事業内容にありますよう

に、ハウス施設等の導入、下段の特産対策で

は、事業内容にありますように、お茶の除灰

に必要な乗用除灰機などの洗浄施設等を整備

する事業でございます。 

 25ページをお願いします。 

 主要農作物種子生産改善対策事業は、これ

まで、法律に基づき、県で運用規定を定めて

おりましたが、法廃止を受けて、これにかわ

るものとして、新たな県要領を４月１日に制

定いたしました。これに基づきまして、事業

内容にありますように、奨励品種の決定調査

から原種等の生産、種子対策の指導により、

これまで同様に優良種子を確保するととも

に、安定供給する体制を維持してまいりま

す。 

 26ページをお願いいたします。 

 くまもとの米新産地育成戦略事業は、国の

米政策見直しを踏まえ、事業内容の(1)にあ

ります「くまさんの輝き」を中心としたトッ

プグレード米の産地づくり、これに加えまし

て、(2)の需要が顕著なお弁当や外食向けの

業務用米の産地づくりにも新たに取り組んで

まいります。 

 27ページをお願いいたします。 

 くまもと土地利用型農業競争力強化支援事

業は、米などの低コスト生産を進めるため、

事業内容にありますように、広域農場や中山

間地における生産組織の育成に必要な機械導

入を支援するものでございます。 

 28ページをお願いします。 

 地域特産物産地づくり支援対策事業は、事

業内容にありますように、お茶の高品質化に

つながる被覆資材や共同利用機械の導入など

を支援する事業でございます。 

 29ページをお願いいたします。 
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 いぐさ・畳表生産体制強化支援対策事業

は、事業内容にありますように、共同利用機

械の導入やＱＲコードタグ挿入装置の導入、

イグサハーベスターの省力機械の導入支援を

行う事業でございます。 

 30ページをお願いします。 

 露地野菜生産拡大対策事業は、国内産需要

増加に対応できるよう、産地規模の拡大に向

けまして、事業内容にありますように、キャ

ベツやブロッコリーの周年出荷体制の整備、

大型機械の導入などを支援する事業でござい

ます。 

 31ページをお願いします。 

 攻めの園芸生産対策事業は、事業内容にあ

りますように、野菜、果樹、花卉の生産力の

維持増大、気象災害に負けない産地づくりに

必要な施設、機械などの導入を支援する事業

でございます。 

 32ページをお願いいたします。 

 くまもとの花生産流通推進事業は、事業内

容にありますように、花の周年生産、供給体

制づくりや需要拡大に向けた生花プロジェク

トなどに取り組んでまいります。 

 33ページをお願いいたします。 

 果樹競争力強化推進事業は、果樹の高品質

生産のため、事業内容にありますように、

(1)のこれまでの屋根かけ栽培やシートマル

チ栽培による生産力向上に加えまして、新た

に(2)の高品質計画出荷に向けて家庭選別の

共同化の実証に取り組んでまいります。 

 34ページをお願いいたします。 

 生産総合事業は、国の強い農業づくり交付

金を活用し、事業内容にありますように、低

コスト耐候性ハウスなどの生産施設の整備に

対し助成を行うものでございます。 

 農産園芸課の説明は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○中村畜産課長 畜産課でございます。 

 資料の35ページをお願いいたします。 

 畜産クラスター事業は、昨年度、国の経済

対策に呼応いたしまして、当初予算として計

上しておるものでございます。これは、各地

域の畜産関係者が、連携、結集した畜産クラ

スター協議会を設立しまして、クラスター計

画に位置づけられた中心的な経営体が行う牛

舎などの施設整備を支援するものでございま

す。 

 36ページをお願いいたします。 

 家畜改良増殖総合対策事業は、畜産物の生

産拡大を図るため、家畜導入や改良増殖に関

する施策を実施するものでございます。 

 説明欄の２の事業内容のうち、(1)、(2)、

(3)は、県が農業団体の協力を得て行う種雄

牛づくりでございます。 

 (4)の家畜導入事業は、畜産農家が行う肉

牛や乳牛の繁殖用雌牛の導入を支援し、繁殖

基盤の強化を図るものでございます。 

 (5)の全国和牛能力共進会出品体制強化

は、５年に１回開催される黒毛和種のオリン

ピックで上位入賞を目指すため、各地域で優

良な雌牛を保留する取り組みや肥育技術試験

等を実施するものでございます。 

 資料の37ページをお願いいたします。 

 家畜畜産物価格安定対策事業は、生産者の

経営安定を図るものでございます。肉用子

牛、肉豚、鶏卵の市場価格変動によって農家

の損失が生じた場合、国、県、生産者が拠出

した基金から損失の一部を補塡するものでご

ざいます。 

 資料の38ページをお願いいたします。 

 畜産物輸出拡大推進事業は、海外への販路

拡大を図るため、これに積極的に取り組む農

業団体等を支援するものでございます。 

 説明欄の２の事業内容のうち、(1)では、

相手国の査察団受け入れに関する経費を支援

し、(2)では、県産ブランドの銘柄保護に必

要な各国における商標登録などの取り組みに

対する助成でございます。 

 資料の39ページをお願いいたします。 



第２回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成30年４月27日) 

 

 

 

- 8 - 

 畜産ＧＡＰ推進事業は、東京オリ・パラへ

の県畜産物の食材供給に向けた畜産版ＧＡＰ

認証取得推進に要する経費でございます。本

年２月の議会で予算成立後、各団体との調整

を進め、推進母体となる県畜産ＧＡＰ推進協

議会を３月に立ち上げて、既に取り組んでい

るところでございます。 

 資料の40ページをお願いいたします。 

 家畜保健衛生所施設整備事業は、家畜伝染

病発生の際に、地域の防疫拠点となる家畜保

健衛生所の疾病診断能力の高度化、迅速化及

びバイオセキュリティーの確保を図るもので

ございます。本年度につきましては、城北家

畜保健衛生所の外溝工事などの最終年となっ

ております。阿蘇家畜保健衛生所の整備は、

本年度から解体・新築工事を開始いたしま

す。なお、城南家畜保健衛生所は、庁舎の基

本設計の経費でございます。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○下田農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 まず、41ページをお願いいたします。 

 担い手への農地集積・集約化関連事業で

す。 

 本県では、優良農地の確保やコスト削減に

向け、地域の話し合い活動を通じた担い手へ

の農地集積、集約化を進め、担い手への農地

集積率を平成35年度までに８割に引き上げる

目標を掲げて取り組んでいます。その取り組

みを進める関連事業として、中段と下段の２

つの事業がございます。 

 まず、中段の農地集積加速化事業につきま

しては、平成24年度から本県独自の農地集積

の取り組みとして進めてまいりました重点地

区、集積促進地区等における話し合い活動を

通じた農地集積を中心に支援するものであり

ます。 

 下段の農地中間管理機構事業につきまして

は、平成26年度にスタートしました中間管理

事業を進める県の中間管理機構の体制整備等

活動を支援するものです。 

 続きまして、42ページをお願いいたしま

す。 

 新規就農者の確保・育成に係る事業です。 

 本県では、将来の農業を担う多様な農業者

を確保するため、就農希望者の相談から定着

までトータルで支援する熊本独自の活動を展

開するとともに、就農準備と就農後の定着を

国の制度を活用して支援しております。その

取り組みを進める事業としまして、中段と下

段の２つの事業がございます。 

 まず、中段の熊本型新規就農総合支援事業

につきましては、若者の営農意欲を喚起する

とともに、親元就農や新規参入希望者の研修

を受け入れ、参入後の定着を支援するもので

ございます。 

 主な内容としましては、２の事業内容の

(1)にありますように、県内にある17の民間

認定研修機関における研修受け入れ体制づく

りとその連携活動等でございます。 

 下段の青年就農給付金事業、国の農業次世

代人材投資事業でございます。これにつきま

しては、就農前の研修期間と経営が不安定な

就農直後の所得を確保するための給付金を交

付するものです。準備型と経営開始型がござ

います。この事業につきましては、引き続き

活用を進めてまいります。 

 続きまして、43ページをお願いいたしま

す。 

 担い手の育成、確保を進めます担い手育成

緊急支援事業でございます。この事業の中で

認定農業者や地域営農組織の経営力の向上や

法人化を図ってまいります。 

 ２の事業内容の(1)にありますように、農

業経営相談所を本年度設置をしまして、認定

農業者からの多方面の相談をワンストップで

受け、専門家とともに相談対応をする体制を

新たにつくってまいります。 

 続きまして、44ページをお願いいたしま
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す。 

 本年度から新たに取り組みますくまもと農

業法人活動強化支援事業でございます。 

 本県における農業法人は、約1,000社まで

拡大しております。この中から本県農業をリ

ードする法人を育成し活動を強化するため、

新たに法人経営体のサポート体制を強化する

取り組みを開始いたします。 

 主な内容といたしましては、農業法人の経

営状況、農地集積の状況等の実態調査や農業

の景気動向調査を行います。いずれも熊本県

農業法人協会に委託して、今後の活動強化に

つなげてまいります。 

 続きまして、45ページをお願いいたしま

す。 

 経営体育成支援事業です。 

 これまで、担い手育成、確保に係りますソ

フト活動を説明いたしましたが、この事業

は、地域の中心経営体の農業経営の改善に必

要な農業用機械等のハード面の整備を支援す

る国の制度です。市町村を通じた農業者に対

する補助となっております。 

 続きまして、最後に46ページをお願いいた

します。 

 教育、研修を通じたトップリーダー等高度

な人材育成を進める取り組みです。 

 県では、次世代の農業後継者の育成のた

め、農業大学校での教育機能の強化を進める

とともに、新たな挑戦を志向する農業者のス

テップアップを支援してまいります。 

 事業としては２つございまして、中段の農

大教育トップリーダー育成事業は、本年度か

ら新たに取り組む事業でございます。農業大

学校における時代のニーズに対応した教育の

構築に向けて、２の事業内容にありますよう

に、入学時からの進路指導の強化、カリキュ

ラムの再編、農業高校との連携強化等を進め

てまいります。 

 下段のくまもと農のひとづくり事業につき

ましては、既に農業者として活躍する方々の

新たな挑戦を支援するものです。 

 主な内容といたしましては、２の事業内容

の(1)のくまもと農業アカデミー、(2)のくま

もと農業経営塾、いずれにつきましても継続

して実施し、トップリーダーの育成を進めて

まいります。 

 農地・担い手支援課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○渡邉農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 資料は、47ページでございます。 

 国営土地改良事業等でございます。全部で

４地区ございます。 

 まず、川辺川地区でございますが、本地区

につきましては、本年２月末に計画変更等の

ための土地改良手続を完了しております。今

後は、造成団地における井戸設置等による水

手当てを行いまして、４年後、平成33年度に

事業完了の予定であります。 

 続きまして、大野川上流地区でございま

す。 

 本地区は、大蘇ダムの地山に対するコンク

リート吹きつけ等を行う浸透抑制対策を実施

してまいります。なお、浸透抑制対策に係る

経費は、本県は負担対象外となっておりま

す。 

 続きまして、八代平野地区でございます。 

 本地区は、今年度、平成30年新規地区とい

たしまして、過去に国営事業で造成されまし

た頭首工、幹線用水路、排水機場等の老朽化

及び耐震対策を進めてまいります。現在、土

地改良法手続を実施中でございます。 

 最後に、玉名横島地区でございます。 

 本地区につきましては、引き続き堤防の補

強、樋門の改修を実施してまいります。 

 48ページでございます。 

 土地改良施設突発事故復旧事業でございま

す。 

 本事業は、昨年度の土地改良法の改正に伴
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いまして創設する事業でございます。排水機

場の故障やパイプラインの破裂などの突発事

故について機能復旧を行う事業でございま

す。事業内容にございますとおり、規模に応

じまして、県営事業、団体営事業を整備して

いるところでございます。 

 続きまして、49ページでございます。 

 県営土地改良調査計画費でございます。 

 本事業につきましては、県営事業として圃

場整備やかんがい排水施設整備を行う地区の

事業計画策定や施設の機能診断を行うもので

ございます。天草市の栖本中央地区ほかにお

きまして、それぞれの事業の目的に応じた調

査計画を実施してまいる予定でございます。 

 続きまして、50ページでございます。 

 団体営農業農村整備事業費でございます。 

 市町村等が実施いたします農業農村整備事

業に対しまして補助を行う事業でございま

す。御船中央地区ほかにおきまして、基盤整

備や施設整備等の事業内容に応じた事業をそ

れぞれ実施してまいります。 

 農村計画課は以上でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

○福島農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 51ページをお願いします。 

 県営かんがい排水事業費でございます。 

 基幹的な農業水利施設等を整備し、農業の

持続的発展と食料の安定供給の確保を図るも

のです。農業用用排水施設や水田の汎用化を

図るための排水機場等の新設または改修、県

営事業等により造成された用水路等の基幹水

利施設の補修更新などを行います。第二多良

木地区ほか26地区で実施する予定です。 

 52ページをお願いします。 

 県営経営体育成基盤整備事業費でございま

す。 

 将来の農業生産を担います経営体の育成と

ともに、そのために必要となる生産基盤整備

を一体的、総合的に行いまして、生産性の高

い農業構造の実現を図るものです。担い手へ

の農地集積に資するソフト事業とあわせまし

て、水田の区画整理や用排水路、農道等の生

産基盤整備を一体的に実施するものです。第

一一の宮地区のほか23地区で実施する予定で

す。 

 53ページをお願いします。 

 農村地域防災減災事業です。 

 農用地及び農業用施設の自然災害の発生を

未然に防止しまして、農業生産の維持と農業

経営の安定等を図るものです。ため池の改修

や湛水被害を防止するための排水機場等の新

設、改修、農地及び海岸施設の保全整備など

を行います。豊川北部地区ほか31地区で実施

する予定です。 

 54ページをお願いいたします。 

 事業名欄上段の団体営農地等災害復旧事業

費は、異常な天然現象により被災した農地、

農業施設を復旧しまして、営農の維持や経営

の安定を図るものです。 

 下段の農地等災害復旧受託事業費は、団体

営事業を実施する市町村において対応が困難

な場合に、事務の受託によりまして県が主体

となって復旧を行うものでございます。平成

28年、29年発生災害で被災した農地や用排水

路、農道、ため池等の復旧を県内全域におい

て実施することとしております。 

 55ページをお願いします。 

 県営農地等災害復旧事業費です。 

 災害復旧を行う箇所のうち高度な技術を必

要とするもので、一定規模以上のもの等につ

いて県営事業で実施することとしておりま

す。平成28年、29年発生災害で被災した農

地、用排水機場、ダム等の復旧を行います。

大切畑地区ほか８地区で実施する予定です。 

 農地整備課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○久保田むらづくり課長 むらづくり課でご
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ざいます。 

 資料56ページをお願いいたします。 

 中山間農業モデル地区支援事業でございま

す。 

 平成29年度から取り組んでおります本事

業、特に生産条件の傾斜等の厳しい中山間地

域におきまして、農業を核としました多様な

所得の確保に積極的に取り組もうとする意欲

ある地域、こういった地域をモデル地区とし

て設定いたしまして、その地域の徹底的な話

し合い活動を通じて策定をいたしますモデル

地区農業ビジョンづくり、これに対する支援

でございますとか、そのビジョンに基づいて

実施いたします簡易な基盤整備、機械、施設

の導入等を支援する事業でございます。 

 57ページをお願いいたします。 

 鳥獣被害防止対策でございます。２事業ご

ざいます。 

 まず、上段、地域ぐるみの鳥獣被害防止対

策パワーアップ事業でございます。 

 本事業は、鳥獣被害防止対策として、事業

内容にもございますとおり、県内各地におい

て国の交付金等を活用して実施いたします鳥

獣の捕獲活動あるいはわなの設置、購入等の

ソフト対策並びに電気柵やワイヤーメッシュ

等の侵入防止の設備、ハード整備の実施を支

援するものでございます。とともに、無意識

の餌づけストップ、これを広く啓発するもの

でございます。 

 続きまして、下段でございます。 

 くまもとジビエ活用支援事業でございま

す。 

 これは、捕獲をいたしました鹿、イノシシ

等のいわゆる鳥獣の肉を食用として有効活用

しますために、衛生管理技術の向上や出口対

策としての販路拡大等を支援し、くまもとジ

ビエのブランド化を図るためのものでござい

ます。 

 続きまして、58ページをお願いいたしま

す。 

 中山間地域のハード整備でございます。 

 まず、県営中山間地域総合整備事業でござ

います。 

 これは、中山間地域の圃場が狭小など、い

わゆる生産条件の厳しい地域におきまして、

圃場整備等の農業生産基盤の整備と集落道等

の農村生活環境基盤整備を総合的に実施する

ものでございます。県内16地区を展開してま

いります。 

 続きまして、２段目の中山間地域農地集積

促進事業でございます。 

 これは、先ほど申し上げました県営中山間

地域総合整備事業のソフト事業でございまし

て、圃場整備事業を実施する地区におきまし

て、整備に係る農家負担の軽減を図るため

に、担い手や農地中間管理機構への農地の貸

し出し等を条件といたしまして、その集積の

度合いに応じまして促進費を交付するもので

ございます。 

 59ページをお願いいたします。 

 日本型直接支払制度でございます。 

 まず、上段でございます。中山間地域等直

接支払事業。 

 本事業は、農地の傾斜等、生産条件の特に

厳しい中山間地域の農用地におきまして、市

町村と集落が協定を締結いたしまして、５年

以上継続して農業生産活動等を行う農業者に

対しまして、直接交付金を交付するものでご

ざいます。 

 次に、下段でございます。多面的機能支払

事業。 

 本事業は、地下水涵養あるいは洪水調節等

の農業、農村が有します多面的機能、この維

持、発揮を図るために、農振農用地におきま

して農業者や集落が行います農道や水路等の

管理、あるいは施設の長寿命化に向けました

共同活動に対しまして、その活動資金に交付

金を交付するものでございます。 

 続きまして、60ページをお願いいたしま

す。 
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 地域づくりのソフト事業でございます。く

まもと里モンプロジェクト推進事業でござい

ます。 

 平成25年度から進めております事業でござ

います。美しい景観の保全、創造、文化・コ

ミュニティーの維持、創造並びに地域資源を

活用いたしました内発的産業の創造、この３

つの柱に沿いまして、農山漁村の活性化を目

指します住民主体によります地域活動、その

芽吹き、立ち上げを支援するものでございま

す。 

 最後に、61ページをお願いいたします。 

 阿蘇世界農業遺産の推進でございます。 

 上段、世界農業遺産推進事業でございま

す。 

 平成25年５月に世界農業遺産に認定されま

した阿蘇地域におきまして、農産物の付加価

値の向上でございますとか、インバウンド等

の増加等を目指しまして、認定効果を最大限

に発揮いたしますために、地域の主体的な取

り組みを推進しますとともに、国内外への情

報発信を図るものでございます。 

 具体的には、推進母体でございます阿蘇地

域世界農業遺産推進協会、ここの活動を支援

しますとともに、国内認定しておりますほか

の８つの地域と連携をいたしまして、首都圏

等での情報発信により認知度向上を図るもの

でございます。 

 下段の阿蘇草原再生・しごと創生プロジェ

クト推進事業でございます。 

 本事業は、世界遺産阿蘇の中核をなします

草地草原におきまして、野草堆肥を安定的か

つ安価に供給できるシステム構築、これの実

証研究を行いますとともに、この野草を活用

いたしました農産物の高付加価値化と都市圏

での販売促進を図り、いまだに地震の被害が

深刻でございます壮大な阿蘇の草原再生と農

業振興につなげるものでございます。 

 むらづくり課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○今田技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 説明資料62ページをお願いします。 

 地籍調査事業でございます。 

 この事業は、国土調査法に基づきまして、

市町村が１筆ごとの土地の所有者や境界等を

調査することに対して助成するものでござい

ます。この成果につきましては、不動産登記

や課税台帳に反映されるとともに、災害から

の迅速な復旧や円滑なまちづくり等のために

も重要な成果となります。 

 これまでに県下30市町村で事業が完了して

おります。本年度は、調査を休止している西

原村を除いた14市町村で実施いたします。ま

た、完了している２町村において、熊本地震

で複雑な地殻変動が生じました一部地域を再

調査いたします。 

 63ページをお願いします。 

 農地情報共有化促進事業でございます。 

 本事業は、農業、農村の諸問題を解決する

ために、県や市町村等が保有する農地情報を

地図や航空写真と重ね合わせまして、地図情

報システム上で情報を共有しまして、地域の

現状分析や施策検討に有効活用するものでご

ざいます。 

 これまでに、人・農地プラン作成や農地集

積あるいは生産基盤整備計画等にも活用して

おりまして、今後、さらなる利活用に向け

て、機能の追加などシステムの改修やデータ

の更新、利活用支援に取り組みます。 

 技術管理課につきましては以上でございま

す。 

 よろしくお願いします。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 64ページをお願いいたします。 

 森と担い手をつなぐ集約化促進事業でござ

います。 
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 これは、所有者が不明な森林や施業が放置

されている森林につきまして、適正な整備を

促進するため、森林所有者を特定し、間伐な

どの森林整備を働きかけるとともに、意欲あ

る林業事業体などの担い手に対しまして、森

林経営の委託や所有のあっせんなどを行うも

のでございます。本年度は、県内11地域にお

いて設定されましたモデル団地におきまして

重点的に取り組むこととしております。 

 続きまして、65ページをお願いいたしま

す。 

 水とみどりの森づくり税を活用した森林
も り

づ

くり事業でございます。 

 ２の事業内容欄のうち、(1)につきまして

は、近年の豪雨災害を踏まえ、流れ木の被害

を未然に防止するため、強度の間伐を通じて

広葉樹の導入を促進するとともに、伐採した

間伐木を移動集積する取り組みへの助成を行

うものでございます。 

 (2)と(3)につきましては、森林資源が利用

期を迎え、主伐面積が増加をしている中で、

再造林等を推進するための予算でございま

す。 

 続きまして、66ページをお願いいたしま

す。 

 林業公社事業でございます。 

 林業公社の円滑な事業運営を支援し、本県

の森林整備を促進することを目的とするもの

でございます。 

 現在、公社有林は育成過程にあり、施業は

間伐が中心となりますが、本年度は、国の補

助事業を活用して利用間伐を進めるほか、木

質バイオマス発電事業者への間伐材の供給に

も取り組み、収益確保の最大化に努めること

としております。 

 67ページをお願いいたします。 

 森林環境保全整備事業でございます。 

 これは、森林整備の基本となる事業でござ

いまして、植栽、下刈り、間伐や作業路網の

整備といった各種施業の実施について、森林

組合等の実施主体に対し支援するものでござ

います。 

 68ページをお願いいたします。 

 主伐・植栽一貫作業システム支援事業でご

ざいます。 

 森林資源の充実を背景に主伐が進展してお

りますが、伐採後の再造林が着実に行われる

ように造林を低コストで実施していく必要が

あります。このため、主伐と植栽を連続して

行うことで、主伐で用いた機械を引き続き植

栽地の整理や苗木の運搬等に利用し、植栽作

業の低コスト化を図るものでございます。 

 また、この一貫作業システムは、伐採に合

わせて年中時期を問わず植栽を行うこととな

りますので、容器で育苗した苗、我々はコン

テナ苗と称しておりますが、このコンテナ苗

の生産体制の整備を図るものでございます。 

 最後に、69ページをお願いいたします。 

 林業研究指導所の試験研究費でございま

す。 

 多様な森林の造成に向け、造林、保育の低

コスト化や優良な苗木の開発、鹿被害対策な

どに関する研究に加えまして、県産材の需要

拡大に向けた木材の加工利用の技術開発など

に取り組むものでございます。 

 森林整備課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 資料70ページをお願いいたします。 

 上段の豊かな森林
も り

づくり人材育成事業は、

新規参入者の確保対策等を行う林業労働力確

保支援センターに対し、運営経費と事業経費

を支援するとともに、伐木や集材機械の運転

等の資格取得の研修等を実施するものでござ

います。 

 下段のくまもと緑の新規就業支援対策事業

は、林業就業希望者を対象に実施される長期

研修を支援するとともに、国の緑の青年就業
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準備給付金を活用して、受講生に月12万

5,000円を給付するものでございます。 

 また、仮称林業大学校の来年４月開校に向

けて検討委員会を設置し、事業内容等を検討

してまいります。 

 続きまして、71ページをお願いいたしま

す。 

 特用林産物及び緑化木生産の振興対策でご

ざいます。 

 区分上段の特用林産物生産振興対策は、シ

イタケ乾燥機や林内作業車等の整備や県版Ｇ

ＡＰに取り組む生産者に対する研修会等への

助成を行うものでございます。また、ことし

11月に、竹産業の振興とタケノコの安定供給

を目的として開催されます第59回全国竹の大

会熊本県大会の運営経費の一部を助成するも

のでございます。 

 区分中段の特用林産物需要拡大対策は、タ

ケノコ園コンクール、干しシイタケ品評会を

実施するとともに、関係団体が行う商談会の

参加、アドバイザーによる販売戦略指導等に

要する経費を助成するものでございます。 

 区分下段の緑化木生産振興対策の⑥、⑦に

つきましては、後で出てくる事業の内数で括

弧書きで表示してございます。 

 72ページをお願いいたします。 

 建築分野における県産木材の利活用の最大

化でございます。 

 事業内容の(1)には、公共施設等の建築に

おいて、設計段階で施主が木造で設計委託を

発注するよう促すため、木造のよさの紹介や

簡易設計、積算等を実施するとともに、設計

を行う建築に対しても、木造設計やＢＰ材、

ＣＬＴ等、新技術の普及に向けた勉強会等を

開催するものでございます。 

 (3)、(4)は、住宅や公共性の高い建築物に

県産木材等を提供する事業で、一般住宅には

柱90本を100戸に、３世代住宅には120本を30

戸に提供するものでございます。あわせて、

希望者には緑化木の提供もいたします。 

 また、県民に木造のよさを広くＰＲするた

め、施工中の構造見学会の実施や住宅専門誌

でこだわりの木の家等を紹介してまいりま

す。 

 73ページをお願いいたします。 

 国内外への木材供給体制の構築等の事業で

ございます。 

 事業内容(1)には、オリンピック・パラリ

ンピック施設への県産材提供関係でございま

す。 

 選手村に併設されるビレッジプラザについ

ては、公募で木材調達先が選定され、本県

は、Ｄ２棟という面積で100平方メートル程

度の施設でございますけれども、これに決定

しております。来年春ごろには、木材55立方

メートルを提供する予定で、その調達費用を

計上しております。 

 また、その他の新国立競技場等への木材調

達も始まり、木材は森林認証材等であること

が求められております。そのため、昨年９月

に設立されました熊本県森林認証材供給協議

会が出荷いたします認証材の丸太の仕分け等

に要するかかり増し経費や流通経費を助成す

るものです。 

 (3)、(4)は、組みかえ新規です。特に製材

品の海外販売の開拓のため、海外市場調査、

展示会出展、バイヤー招聘等を支援するとと

もに、建具、畳等の業界と連携した和室の提

案により、アジアの富裕層、高級飲食店等で

の木材利用を掘り起こす予算でございます。 

 74ページをお願いいたします。 

 くまもとの森林利活用最大化事業でござい

ます。 

 林道等から100メートル以上離れている条

件不利地において、25年生から60年生までの

間伐材の搬出を促進するため、流通経費の一

部を助成するものでございます。 

 事業主体は、森林組合認定事業体で、助成

価格は、最下段に記載しておりますが、市場

へ出荷した場合が１立方メートル当たり
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1,700円、製材工場が1,200円、中間土場が

900円でございます。この事業で、面積2,500

ヘクタールの間伐、６万7,000立方メートル

の搬出を見込んでおります。 

 75ページをお願いいたします。 

 林業・木材産業振興施設等整備事業でござ

います。 

 これは、国庫補助事業を活用し、林業、木

材産業の基盤を強化することを目的とした事

業でございます。 

 事業内容は、生産効率や付加価値の向上を

図るための木材加工流通施設や特用林産物生

産施設等の整備でございます。 

 具体的には、プロセッサー等の高性能林業

機械、プレカット加工施設、特用林産施設の

乾燥機や林内作業車の導入等に助成してまい

ります。 

 76ページをお願いいたします。 

 最後に、林道事業でございます。 

 森林の適正な管理及び木材生産の効率化や

地域産業の振興等の基盤となる林道の整備を

図る事業でございます。 

 事業内容は、表の事業名の最上段、県営林

道事業ですけれども、これは、市町村からの

代行依頼を受けて県が実施するもので、今年

度は、８路線の林道で7,100メートルの開設

を計画しております。 

 中ほどの市町村事業は、林道の開設が４路

線、改良が４路線、舗装が８路線、橋梁やト

ンネル等の点検を３町で実施いたします。 

 最後に、林道災害復旧事業ですが、過年林

道災害復旧事業は、地震災とその後の梅雨災

の残り８路線31カ所を復旧するものでござい

ます。現年林道災害復旧事業は、災害に備え

て事務費を計上しております。事業費につい

ては、災害が発生したら速やかに補正をお願

いしてまいります。 

 林業振興課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○古賀森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 資料の77ページをお願いいたします。 

 森林・山村多面的機能発揮対策事業です。 

 この事業は、県内の地域の活動団体が行い

ます森林、山村の多面的機能の維持向上を図

る里山林保全活動等に対し支援し、その資源

を有効に活用することで山村の活性化に資す

るものでございます。 

 事業内容ですが、主なものは、(1)、②の

地域環境保全タイプで、里山林保全、侵入竹

除去、竹林整備、③の森林資源利用タイプ

で、広葉樹等の森林資源利用など、里山林の

保全整備に対し助成するものです。 

 平成30年度の県の予算は、右欄にあります

806万円でありますが、県の負担割合が８分

の１ですので、助成金全体では約6,200万円

となります。 

 資料の78ページをお願いいたします。 

 治山事業です。 

 この事業は、豪雨災害等により荒廃した渓

流や山腹の復旧工事、荒廃のおそれのある山

地の予防的な防災工事等を行うものです。事

業の施行箇所は、県下一円となります。ま

た、平成30年度からは、国が新たに創設した

事業を活用いたしまして、流木被害等の危険

性が高い熊本地震等の被災地を中心に、調査

及び対策計画の策定、施設整備を重点的に集

中的に実施いたします。平成30年度の予算額

は、37億4,700万円余となります。 

 資料の79ページをお願いいたします。 

 治山激甚災害対策特別緊急事業です。 

 この事業は、熊本地震により激甚な山地災

害が発生した地域の緊急かつ集中的な荒廃地

等の復旧整備を実施するものです。 

 平成30年度事業は、阿蘇、上益城、菊池地

域で22カ所の事業を実施することとしており

ます。特に、南阿蘇村立野地区などのよう

に、緊急度や重要度の高いところから復旧工

事を進めることにしております。 
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 全体計画といたしましては、64カ所、89億

円となります。事業期間といたしましては、

平成29年度から平成33年度の５カ年間となり

ます。平成30年度末には、64カ所中40カ所に

着手する予定としております。平成30年度の

予算額は29億4,700万円余となります。 

 森林保全課は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 資料80ページをお願いいたします。 

 まず、上段の新たな稼げる養殖業推進事業

でございます。 

 これは、新たな養殖業として注目されてい

るマガキ及びヒトエグサのさらなる養殖拡大

及び生産性の向上を目的として新たに取り組

むものでございます。 

 本年度は、マガキ養殖のコスト削減に向け

た天然採苗の技術確立試験、ヒトエグサ養殖

では、水産研究センターが開発した人工採苗

網の生産技術の移転による量産化試験及び人

工採苗網の生産技術指導などを行うものでご

ざいます。 

 次に、下段の「クマモト・オイスター」生

産・ブランド化推進事業でございます。 

 これは、本県を代表する新たな熊本ブラン

ドとしてクマモト・オイスターの生産技術を

確立し、新たな産業として育成することを目

的として実施しております。 

 本年度は、大型種苗の早期の量産試験に取

り組むとともに、大型種苗を使った短期養殖

試験を実施し、さらには販売体制の構築に努

め、31年の出荷につながるよう取り組むこと

としております。 

 81ページをお願いいたします。 

 上段の稼げる食用海藻高度化事業でござい

ます。 

 これは、水産研究センターにおいて、漁業

収入の底上げを図るため、海の浄化能力もあ

る海藻について、低コストで大量の生産が可

能な技術や新たな有用海藻の採苗技術などを

開発するものでございます。 

 次に、下段のクロマグロ養殖振興技術開発

事業でございます。 

 これは、漁家所得の向上、地域活性化に大

きな効果が見込まれるクロマグロ養殖の振興

を図るため、人工種苗の生産試験と１キログ

ラムサイズまでの中間育成の技術開発に取り

組むものでございます。 

 82ページをお願いいたします。 

 上段の国際イベント水産物供給体制づくり

事業でございます。 

 これは、東京オリンピック・パラリンピッ

クへの県産水産物の供給に向けた体制づくり

を行うものでございます。 

 本年度は、水産物の食材調達基準を満たす

ＡＥＬ認証について、養殖業者や海水養殖漁

協の認証取得への助成や、海水養殖漁協が認

証を活用して行う都市圏への販売促進活動に

助成を行うものでございます。 

 次に、下段のくまもとの魚海外市場等ター

ゲット事業でございます。 

 これは、県産水産物の販路拡大に向けた取

り組みを加速化させるため、国内外での販路

拡大に向けた産地での仕組みづくりに加え、

アジア圏やＴＰＰ対象国での販売促進活動に

助成するほか、県産魚のＰＲ活動を行うもの

でございます。 

 83ページをお願いいたします。 

 上段の新しい漁村を担う人づくり事業でご

ざいます。 

 これは、漁業の担い手を確保、育成するた

め、県が認定する地域のリーダーである漁業

士や漁協女性部の活動を支援するとともに、

意欲ある漁業者や新たな就業希望者を対象

に、漁業活動に必要な知識や技術修得に向け

た研修会を開催するものです。 

 次に、下段の新規就業者確保定着促進事業

でございます。 
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 これは、新規就業者の定着を促進するた

め、地域における新規就業者を確保、育成す

るための仕組みづくりや、就業時に必要とな

る漁船や漁具の整備費を支援するほか、就業

後の経営安定に向けて漁協が行う実践研修を

支援するものでございます。 

 84ページをお願いいたします。 

 上段の有明海・八代海再生事業でございま

す。 

 これは、有明海、八代海における漁業の再

生を促進するために取り組むもので、有明海

においては、より効率的な種苗放流の技術開

発や海底耕うんによる底質改善の調査、有明

海沿岸４県協調による二枚貝等の資源回復の

取り組みを実施することとしています。 

 また、八代海においても、有明海で培った

知見を生かし、アサリ資源回復に向けた支援

や、新たな栽培漁業対象魚種として期待され

るキジハタと八代海の有用資源であるアシア

カエビの資源回復に向けた技術の開発を本年

度から新たに実施することとしております。 

 次に、下段のさかながとれる豊かな海づく

り事業でございます。 

 これは、本県水産物の安定供給と漁業経営

の収益性の向上を図るため、稚魚の放流と資

源管理型漁業を組み合わせた資源造成型栽培

漁業や資源管理・漁業収入安定対策を推進す

るものでございます。 

 85ページをお願いいたします。 

 試験調査船「ひのくに」代船建造に係る設

計業務委託事業でございます。 

 これは、現在の試験調査船「ひのくに」

が、建造から既に16年が経過し、老朽化して

いることから、代船建造に必要な設計業務を

行うものでございます。 

 水産振興課は以上でございます。 

 審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料の86ページをお願いいたします。 

 まず、水産環境整備事業費でございます。 

 本事業は、漁場の生産力回復や水産資源の

生育場の環境改善を図るため、事業内容にあ

りますとおり、有明海沿岸や八代海沿岸にお

きまして、アサリ漁獲量の増加を目指し、干

潟漁場の底質改善につながる覆砂等を実施し

てまいります。また、天草市五和町地先にお

きまして、マダイ等の資源回復を図るために

藻場造成を実施してまいります。 

 87ページをお願いいたします。 

 水産流通基盤整備事業費でございます。 

 本事業は、安全で安心な水産物の安定供給

を図るため、拠点となります第３種漁港にお

きまして、水産物の品質、衛生管理の向上及

び陸揚げ、集出荷機能の強化などに資する漁

港整備を行うものでございます。 

 本年度は、牛深漁港の後浜地区におきまし

て、防波堤の整備及び岸壁の耐震化を図るた

め、測量設計を実施してまいります。 

 次に、88ページをお願いいたします。 

 県管理漁港内放置船対策事業でございま

す。本事業は、本年度新規事業でございま

す。 

 県管理の牛深漁港内に放置されている74ト

ンの船舶につきましては、長年の係留により

老朽化が進み、台風等により沈没や沖への流

出などが発生した場合、漁業活動への支障、

また、他船舶等に被害を及ぼすなどの懸念か

ら、漁港の適正な維持、保全を図るため、放

置船の撤去、処分を行う経費でございます。

現在、法的手続を進めており、本年度上期を

目途に撤去を完了させる予定でございます。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番
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号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○渕上陽一委員 済みません。６ページ、農

林水産政策課。 

 新規でグローバル農業交流推進事業ですか

ね。目的、技術支援、信頼関係の構築、農業

技術等の相互研さんによる交流を推進すると

いうことでありますけれども、もう少し何か

具体的にわかりやすく教えてほしいなという

ふうに思うわけでありますけれども、また、

事業内容で、モデル農園、野菜、果樹、畜産

等において、農業技術の支援を行うというこ

とでありますけれども、例えば、今人が労働

力がだんだん足らぬようになってきたと言わ

れておりまして、県でもそれぞれ考えておら

れますけれども、これをやることによって、

例えば向こうの実力を上げて、いつかこっち

のほうに呼び込んでくるとか、そういう考え

があってのお話なのか。ちょっとその辺で、

例えばどのくらい、どういった人たちにその

農業技術の支援をされるのか、ちょっと教え

ていただければというふうに思います。 

 

○千田農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 グローバル農業交流推進事業については、

資料のとおり２つの事業で構築しておりま

す。 

 まず、１つ目のバリ州との農畜産業技術交

流事業になりますが、バリ州と本県は、平成

28年11月に、国際交流の促進に関する覚書を

締結しておりまして、その中で、観光分野及

び農畜産業、水産業分野における情報交換等

ついて協力するということで、ＭＯＵを締結

しております。それを受けまして、昨年12月

にバリ州と協議を重ねた結果、現地のバリ州

のほうで野菜、具体的にはイチゴとトマトに

なります。また、果樹のほうは、かんきつを

予定しております。また、畜産については牛

ですね。それぞれ農園を選定しておりまし

て、現地の農園で、本県の技術職員が赴きま

して、技術支援を行うことで予定しておりま

す。また、あわせまして、バリ州のほうから

は、年１回程度、現地の農業者の方を本県に

受け入れまして、農研センターですとか、も

しくは農家等の視察研修等を行っていただく

という形を予定しております。 

 また、２点目のグローバル農業相互交流事

業になりますが、具体的に動いてますのは、

モンタナ州とタイについてになります。昨

年、モンタナ州につきましては、知事が訪問

しておりまして、その中で、今後、農林水産

分野につきましても、技術交流やフェア等の

経済的な交流を行うことで合意しておりま

す。また、タイにつきましては、平成28年に

タイ側から申し出がありまして、農業研修生

の交流についてのプログラムの提案をいただ

いております。モンタナ州及びタイ、いずれ

にしましても、今後も農業研修生の受け入れ

について要望をいただいておりまして、継続

する予定であることと、さらに、本県からも

将来的には農家の方等の受け入れを行いたい

と、先方のほうからも申し出があっておりま

すので、将来的には相互の交流も予定してお

ります。 

 こうした事業になりますが、目的としまし

ては、書いてありますとおり、信頼関係構

築、相互研さんということになりますが、先

ほど委員のほうからもお話しありましたよう

に、現在、本県は、国家戦略特区のほうで外

国支援人材の受け入れについて提案を行って

いるところです。そういった外国人材のほう

からも選んでもらえる熊本県になるために

も、また、さらには、輸出等につきまして

も、信頼関係、そういった人材の受け入れ、

輸出等についても、そういった信頼関係がベ
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ースになってこないと選ばれる熊本にならな

いという考えのもとから、こうした事業、草

の根的な信頼関係の構築事業を今回提案して

いるものでございます。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員 言われるとおり、また次に

つながるように信頼関係をつくっていただき

たいなというふうに思うわけでありますけれ

ども、続けてもう１点よろしいですか。 

 23ページ、農産園芸課。 

 新規で、震災復興農業外国人材受入育成事

業ということで、事業内容の(1)ですけれど

も、現時点では、どのような状況で、いつぐ

らいにというのは、何かわかっている範囲で

構いませんので。大変農家の人たちにとって

も、労働力不足というのは、まさしくやっぱ

り緊急の課題であろうというふうに思ってお

りますので、少しだけ教えていただければと

思いますけれども。 

 

○千田農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 国家戦略特区の提案につきましては、内閣

府との窓口を、農林水産政策課のほうで行っ

ておりますので、私のほうから説明させてい

ただきます。 

 国家戦略特区の提案につきましては、昨年

10月に、提案という形で外国人材の受け入れ

について提案を行っております。また、本年

１月30日には、知事も出席しておりまして、

国家戦略特区のワーキンググループ、民間委

員も含めた形のワーキンググループのほうか

らヒアリングが行われまして、知事のほうか

ら説明を行っているところです。 

 当初、内閣府のほうからは、平成29年内の

区域指定というお話がありましたが、延びて

おりまして、さらには年度内にはというお話

もありましたが、最近の国会の審議状況もあ

りまして、現在のところ、いつ区域の指定が

なされるか、ちょっと見通せない状況になっ

ているところです。 

 ただ、本県としましては、区域指定がなさ

れたならば、速やかに特区の体制整備ができ

るように準備のための事業を今回計上してい

るところでございます。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員 独身者で農家の若い子たち

もいるわけですよね。いつもお話ししとっと

は、おまえ、親が今生きとる間はええけれど

も、１人になったら農業できなくなるよとい

う話をしとったんですけれども、この外国人

労働者とか入ってくれれば、技術さえあれ

ば、しっかり雇いながら多分できるというふ

うに思いますので、一日も早くこの受け入れ

ができるように、御尽力いただきますように

よろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○西岡勝成委員 関連も含めていいですか。 

 

○緒方勇二委員長 どうぞ、西岡委員。 

 

○西岡勝成委員 特区の話もですけれども、

要するに農業関係だけで3,000人かな。研修

生というか、おられるんですかね。それと、

私はこの前、牛深のハイヤ祭りに、要するに

研修生でそういう水産加工場に入ってる方々

を──商工会議所会頭と話して、何しろ地域

に根づくために、それぞれの文化を理解して

もらうために、ハイヤ祭りに踊ってもらった

らどうかということで提案して、早速、今20

名ぐらいおるんですかね、水産加工場に牛深

のその外国人の研修生が、非常に楽しく踊っ

てよかったと思うんですけれども、やっぱり

知事も研修生としてアメリカに渡られて、違

う道に入られましたけれども、あそこは楽し
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かったというようなやっぱり熊本県にするた

めには、そういうものを外国にも発信できる

ように、外国人の文化の違いとか、また、い

いものを発揮できるような提供を積極的に私

は展開していくべきだと思うんですよね。 

 磯田先生のところあたりは、もう1,000人

近くおられるというようなことですので、そ

ういう祭りあたりを利用して、ただ働くとい

うことが目的じゃなくて、もうちょっとこう

大きな目で外国人を受け入れるという形をと

ると、まだ熊本県を海外にもアピールできる

と思いますので、ぜひその辺はまたいろいろ

なアイデアを出して、地域ごとにやるのか。

できれば、牛深のハイヤ節なんて、一番祭り

など参加しやすいので、そういうところに来

ていただくと非常にありがたいなと思います

けれども、いずれにしても、その地域の文化

と交流することによって犯罪とかそういうこ

ともなくなる部分もあるので、ぜひそういう

面には農林水産部としても力を入れてほしい

と思います。 

 そのほかに、もういっちょよかですか。 

 

○緒方勇二委員長 はい、どうぞ。 

 

○西岡勝成委員 晩柑についてですが、もと

もと河内晩柑という名前がついて、主産地が

もうほとんど天草に移ってますよね。する

と、県としては、天草晩柑というのはどうい

う――ネーミングはどこになるんですかね。

その河内晩柑で売るのか、天草晩柑で売るの

か、まずその辺から。 

 

○大島農産園芸課長 河内晩柑につきまして

は、おっしゃるように、河内町のほうで枝変

わりのような形で当時新しく品種登録された

ものでございますので、登録名が河内晩柑で

すので、天草でつくられても、玉名でつくら

れても、一応河内晩柑という品種名でお売り

をされているような状態でございます。 

 

○西岡勝成委員 新聞記事あたりを見ると、

天草晩柑と書いてあったりしますよね。もう

主産地が天草に移っているんだろうと思うん

ですけれども、その辺は、まあ河内の方々も

研究の経過もあるので、なかなか難しいとこ

ろはあるんですけれども、河内晩柑といって

も、つくっているところが――主産地が天草

であれば、これはもうしようがないと思うん

ですけれどもね。何かネーミングをちょっと

考えないと。 

 

○大島農産園芸課長 委員御指摘のように、

かんきつ類につきましては、品種名で販売す

る戦略とブランド名で販売する戦略、２通り

ございます。一定のロットを持っているもの

につきましては、品種名で売るケースが多い

んですけれども、ロットの少ない、全体の生

産量が少ないもの、こういったものはブラン

ド戦略を立てられるケースも結構ございまし

て、実際、登録されている品種名ではなく

て、地域名だとか出荷する時期をあらわした

りですとか、そういった売り方がございます

ので、そういった意味では天草晩柑という戦

略も大いにあり得る戦略だとは思っておりま

す。ですから、品種名はあくまでも品種名、

売るときのブランド名はブランド名という戦

略は、我々も今後考えていかなんところかな

というふうには思っております。 

 

○西岡勝成委員 もう１つ、三ツ矢サイダー

が、今度県のおかげで天草晩柑を――河内晩

柑を売ることになったと。非常にありがたい

と思うんですけれども、非常に都会の人た

ち、あの何というかな、甘み、独特のミカン

と違う爽やかな甘みというんですかね、酸っ

ぱさ、そういうのは非常に可能性があると思

うんですが、東京の物産館でもフェアで売っ

たようなことが新聞に載っとったけれども、

売ってない。知らない。 
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○大島農産園芸課長 済みません。ちょっと

存じ上げませんでしたので、それは調べてお

きます。申しわけございません。 

 

○西岡勝成委員 非常に都市部の人たちに人

気なんですよ。見た感じはあんまり、いろい

ろきれいに選別すると格好よく見れるんです

けれども、普通そんなにきれいでなくても中

身はおいしいんですよ。これはやっぱり私

は、熊本の戦略としてもうちょっと力を入れ

るべきだと思います。 

 

○福島農地整備課長 たまたま先日上京した

ときに、銀座熊本館に寄りましたら、一番い

い位置に置いてあって、ちゃんと天草のと紹

介がなされておりました。非常にいい宣伝の

仕方だなとちょっと思ったところです。 

 

○西岡勝成委員 ぜひひとつ頑張って。 

 それに関して、もう１つですけれども、産

地の集約化ですよ。県のＯＢが、牛深に帰っ

て、自分で晩柑つくったり果樹農家をやって

るんですね、自分で。それで彼が言うには、

なかなか、果樹農家の集約化というのは非常

に難しいと。これ、しかし、やっていかない

と、経営体を共同化にするのかなんか知らぬ

けれども、そういう形を整えていかないと、

なかなか後継者も出てきにくいと思うので、

ぜひこの辺は、産地の法人化なり、そういう

組織を再編して、大規模化──この前、どっ

か広島か、前年度の委員会でも視察された

と、私は行けなかったんですけれども、お聞

きしているんですが、果樹農家の要するに集

約化、法人化とか、そういうものを含めて、

ぜひ積極的に──難しいと思うんですけれど

も、やって協力体制をつくっていくというこ

とは、非常に私は、今後の販売戦略にしても

生産戦略にしても非常に大事だと思いますの

で、その辺はぜひよろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 要望でよろしいですか。 

 

○西岡勝成委員 はい。 

 

○緒方勇二委員長 そのほかに。 

 

○磯田毅委員 ３点ほどお聞きしたいと思い

ますけれども、まず、15ページの流通アグリ

ビジネス課の新事業としての訪日外国人食の

連携輸出拡大事業というクルーズ船の県産食

材の提供のことですけれども、ことしはクル

ーズ船の寄港予定がちょっと減って、今40か

50ぐらいだと聞いていますけれども、少ない

中にでも県産品の食材をアピールするとい

う。私は、非常に宣伝効果としてはあるなと

思っているんですけれども、そういったもの

の、これから先の推進が、具体的にどのよう

なことを考えておられるかが１つと、そして

21ページ、くまもと県版ＧＡＰですね。こ

れ、私が所属している部会も、実は認証を受

けまして、お祝いのパーティーを開いたこと

もあったんですけれども、県内の認証の状況

はどうなのかというのが２点ですね。 

 ３点目に73ページ、林業振興課のですね。 

 実は、私はずっとこれはもう一般質問で継

続して質問してきたことなんですけれども、

中国の木構造設計規範、建築基準法の中で、

日本産の杉、ヒノキ、松、これがこの認証が

いつとれるのかとずっと待ってたんですけれ

ども、何か８月にとれるかもしれないという

ことを聞いたんですけれども、そのことがど

うなっているのか。この３点をお聞きしま

す。 

 

○井上流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 クルーズ船での県産食材の活用についてで

すが、お聞きしてますとおり、少し計画より

は来る船が少なくなっているということでは
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ありますが、今そこの納入業者に地元八代の

方がなっておられまして、この方非常に熱心

でございまして、なるだけ熊本県産をぜひ船

の中で使っていただく、あるいはお土産とし

て持って帰っていただく、そういう売り込み

を一生懸命するということを考えておられま

す。場合によりましては、そこの会社が、九

州管内の結構いろんな港にもつくというよう

なお話もございますので、そういうところま

でお届けしながらでも熊本県産をぜひぜひＰ

Ｒしていくというような決意を述べておられ

ますので、そこに一生懸命一緒になって支援

してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

○酒瀬川農業技術課長 先ほど委員から御質

問いただきましたＧＡＰの取り組み状況につ

きまして御説明いたします。 

 平成30年の３月末時点で、申請が上がって

許可しておりますのが３団体でございます。

現在、申請中の団体も２団体ございまして、

これから、本年度は、実は今非常に地域の認

識が高まっておりますので、モデル地区をあ

と５地域認定いたしまして、そういった組織

を中心に普及啓発も行っていきまして、それ

から、ＧＡＰの普及推進員、こういったもの

も研修会等を開いて推進していきたいという

ふうに思っております。 

 それから、オリンピック、パラリンピック

までには、ＪＡやつしろのトマト部会、この

各選果場を初めとしまして、34件の約1,000

経営体、こういったところを目標に推進を図

っていきたいというふうに考えております。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 中国の木構造設計規範につきましては、昨

年公告がなされました。そして、ことしの８

月１日に施行予定ということでございます。

これにつきましては、私、おととし林業振興

課におるとき、先生からいろいろお尋ねにな

りまして、決まったら申し上げますと言っと

んたんですけれども、正式なやつがございま

せんで、情報誌とかのやつだったものですか

ら、今般３月に林野庁から輸出とかの研修会

がございまして、そのときにペーパーをいた

だきまして、こういった予定だよということ

でいただいております。それで、今後につき

ましては、軸組工法ができるという話と、構

造材に杉、ヒノキ、カラマツが使えるという

ようなことになってまいります。 

 

○磯田毅委員 今３点答えてもらいましたけ

れども、まず、クルーズ船への対応ですね。

本当に今入港予定が43隻とかなんかで、去年

の約半分ぐらいしかないという状況の中です

けれども、ただ、クルーズ船の中で、やっぱ

りハイレベルな層というのは数％しか今いな

いわけですね。多くは、何か自由に食べる、

何というんですか、そういう安い食材、安い

ものの中で、聞きますと、熊本県の食材、日

本の食材は、中国本土よりも７倍から８倍高

いという認識があって、なかなか難しいとい

うのを聞きましたけれども、ターゲットを絞

って、中流以上とかですね。私、直接言われ

たんですけれども、トマトを──今実は非常

に安いんですけれども、それでも最低キロ

300円ぐらいするんですけれども、それを数

十円単位で分けてもらえぬどかとかいう話

で、全然もう話にならぬわけですね。で、や

っぱりターゲットを絞る必要、戦略上、絞る

ことが１点必要だと思いまして、そこをよろ

しくお願いしたいと思います。 

 ＧＡＰについては、本当に私はもっと多い

かと思ったんですけれども、個人的にとれて

る方というのは、団体じゃなくていらっしゃ

いますか。 

 

○酒瀬川農業技術課長 この認証は、昨年か
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らまだ始まったばかりですので、今からどん

どんふえてくるというふうに思います。それ

で、昨年は、きくちのまんまアスパラガス組

合のほうが２経営体、それから南稜高校が１

つということ、それから、委員のＪＡやつし

ろの郡築の園芸部会のほうが53経営体という

ことで、今後そういった農協の生産部会等を

中心にふえてくるというふうに思っておりま

す。 

 

○磯田毅委員 私の生産部会の場合は、実は

私が部長をしてたときから、Ｇ版ＧＡＰと言

ってから、郡築のＧＡＰって名前つけて実は

取り組んできたのが、こういう早い認証につ

ながったわけですので、こういった普及啓発

活動をもっと多くされたら、もっと早くそう

いったものができるかと思いますし、もう１

つ、８月１日に中国版の建築基準法の中に日

本産の木材が入ってくるという中ではです

ね、中国は今原則として木材の伐採は禁止さ

れていると聞いていますけれども、砂漠化が

進行する中で植林のほうに今力を入れておる

という中では、2020年が中国の木材需要のピ

ークだ、住宅の供給のピークと聞いておりま

すので、それに向けた県産材の、しかも付加

価値の高い製材品ですね。そういったものを

早く輸出できるような状況をつくっていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 要望でよろしいですか。 

 そのほかに質疑ございませんか。 

 

○西山宗孝委員 ２つほど質問させていただ

きます。57ページ。 

 昨年度から、イノシシ鳥獣被害対策につい

ては、県も腰を上げて動き始めていただいて

いるという印象があるんですけれども、この

中を見まして、事業期間が平成28年度から31

年度という期間がありますが、大方の目標設

定をされておると思うんですよね、対策につ

いてのですね。その目標についてどうお考え

であるのかを１つお伺いしたい。 

 もう一つは、目的にありますように、前後

しますが、全県的な対策を講じるとともに、

地域ぐるみでという話がありますが、地域、

地区に至るまで、各市町村通しての話になろ

うかと思うんですけれども、そういった体制

ぐるみになっていくのであろうかという少し

危惧もしておりますので、その点を少し説明

いただければと思います。 

 もう１点、委員長続けていいですか。 

 

○緒方勇二委員長 はい。 

 

○西山宗孝委員 88ページ、県営漁港内の放

置船については、私も、もう有八関係の委員

も含めて、牛深──西岡先生おられますけれ

ども、に課題があったということを伺ってお

りましたが、県営漁港内における廃船の処理

については当然のこととは思うんですが、こ

のほかに、市町村というか市の漁港関係もか

なりありまして、法律の改正があるやに聞い

ておりますが、そういったところの廃船につ

いては、現状としては手つかずの状態である

と。仮に、市が、勝手な単費、法律的な問題

がクリアするとして、市が勝手にやればいい

話ではありますが、相当産廃等々の費用もか

かりますので、これについては県のほうから

何がしかの補助なりがあるのかなという地域

での期待はあるんですけれども、２点お尋ね

します。 

 

○久保田むらづくり課長 むらづくり課でご

ざいます。 

 まず、西山委員からございました１点目の

御質問、57ページ、鳥獣被害防止対策の今後

の進め方、目標と進める推進方法についてお

答えをいたします。 

 まず、１点目の目標でございますけれど
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も、委員のほうから今御案内ございましたと

おり、おかげさまで御協力をいただきまし

て、鳥獣被害対策についても、23年度から庁

内ＰＴを設けまして進めている中で、特に強

化をすべき項目ということで、強化月間を昨

年度から設置いたしまして推進をしてまいり

ました。 

 宇土市民会館での２月５日のいわゆる女性

参加を中心とした総決起の総会を初めとし

て、さらに推進をしていくということで考え

てございますが、目的といたしましては、い

わゆるふえ続けておりますイノシシを中心と

した鳥獣被害、やはり生体数を減らすという

ことが大きい目的でございまして、具体的な

数値目標としましては、県の鳥獣によります

農作物被害、ずっと統計をとってございます

が、平成13～14年ぐらいまで、ここまでは一

定規模でございました。約３億5,000万程

度。そういったところから急激に15年度以降

増嵩してございます。 

 おかげさまで、平成22年度のピーク８億

4,500万、これをピークとして減少基調にご

ざいまして、直近の28年度の被害実績といた

しましては約５億ということで、まだまだ３

億5,000万程度まで行ってございません。 

 今後は、そのいわゆる無意識の餌づけスト

ップを推進しながら、定常状態でございまし

た平成13年度、14年度、当面はそこを目標に

推進をしてまいりたいと思ってございます。 

 それと２点目、今後の推進の展開方向でご

ざいますけれども、いろんな無意識の餌づけ

ストップ、これを進めていく上には、他の

──この前、昨年度管外視察での先進事例で

も見ていただきましたが、いわゆる地域全体

の参画、特に女性とかお年寄りとか、そうい

った農業者の、いわゆる男性だけじゃなくて

地域のそういった方の参画というのが非常に

功を奏していると。そういったところで、あ

る意味口コミでもその鳥獣被害防止対策の効

果というのは伝わっておるところもございま

すので、農業者はもちろんのこと、いわゆる

お年寄りでございますとか、特に女性の参画

ですね。これをどんどん啓発していきまし

て、さらに推進をしてまいりたいと。 

 昨年、宇土市民会館のほうで総決起集会を

やりましたところ、早速、美里の管内のほう

から、女性を中心とした活動組織をぜひ立ち

上げたいということで、研修を行いたいとい

うようなそういうお言葉もいただいておりま

すので、こういった広がりを大事にしなが

ら、今後被害額低減に向けて推進をしてまい

りたいというふうに考えてございます。 

 むらづくり課は以上でございます。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

す。 

 平成26年度に県内の放置船の状況というの

を調査しておりまして、そのときの放置船の

総数としては、全体で約4,600隻ほどござい

ました。そのうち、県管理漁港分については

682隻ということで、あと、県が実際管理し

ております河川とか港湾とか、そういうとこ

ろを含んだところで2,000隻ほどが県管理分

のところに放置船があると。残り2,600隻ほ

どが市町村管理というところになっておりま

す。 

 原則的には、船舶につきましては、所有者

の方が、実際は管理、廃棄までするというの

がルールでございまして、県としても、この

放置船対策というのは大変苦慮しているとい

うような状況でございます。 

 今年度、今回の放置船以外の分のいわゆる

所有者が不明の沈廃船分の処分については、

環境省の補助金を使って数隻程度対応する形

になっているのですが、実は補助事業がない

ものですから、ほかにメニューがないのかと

いうことで、大分ちょっといろいろほかの省

庁とかも検索したところではあるんですけれ

ども、水産庁の業務で、所有者が不明な場合

で、処分費が１漁港当たり5,000万以上、20
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隻以上であれば補助メニューにも乗れるよう

な書きぶりがちょっとあったようなところで

ございます。 

 今現在、その事業採択ができるのかという

ことで、県のほうも、その採択ができるかど

うかの調査等はやりたいなと思っております

けれども、いずれにしても、そういう情報提

供というのは市町村のほうにも御提供したい

なというふうに思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○西山宗孝委員 鳥獣被害について、美里の

ようなところで、地域、地区から上がってく

るものについてももちろんありがたいところ

なんですが、上がってこない地域が多いよう

な気もします。今は、春時期で、例えば婦人

会とか、あるいは地域の区長嘱託会であると

か、あるいは、いろんなＪＡも女性部会であ

るとかいろいろやっているんですけれども、

そういった中で、もちろん県から出向いてく

れとまでは言いませんが、市町村単位でもい

いので、そういう啓発をやっているのかとい

うと、今この春までには、全然私も感じてな

いんですよ。特に集中的に５月、６月までそ

ういったものもありますので、あるいはそれ

にかかわらず組織は組織であるので、市町村

のほうで、もう少し県との連携を強めながら

啓発していかないともったいないような気も

いたしますので、ぜひそれは強めていただき

たいと思います。 

 それと、続けていいですか。 

 28から31年度の事業という当面であります

が、もとの３億台までに被害額ベースで戻し

たいということで、31年度を目標ということ

で理解しておりますが、それでよろしいのか

な。 

 

○久保田むらづくり課長 ２点お答えをいた

します。 

 まず、市町村への浸透啓発、地域への浸透

でございますけれども、23年度から、この鳥

獣被害を取り組んでございますけれども、毎

年度、この補助交付金をいただきながら計画

を立てて、県内くまなく回ってございます

が、先ほど委員のほうからございましたとお

り、強化月間も設けてやりましたけれども、

まあ初年度ということもございまして、どの

時期のどういった啓発の方法がいいかという

のも、２年目以降につきましては、開催時期

も含めまして、啓発のやり方も少し工夫もさ

らに考えましてやっていきたいと。 

 具体的には、かなり浸透もしてまいります

が、市町村のほうにも、検証をしながら市町

村で県の立場に成りかわって指導をできるよ

うな、そういった人材育成も、既に少し──

初級じゃなくて、そういう知識、研修を積ん

だ方ですね、そういった方の育成も今市町村

と連携を進めていこうというふうに思ってい

るところでございます。 

 それと２点目の目標でございますけれど

も、これはもう４カ年戦略の中でございま

す。当然、31年を目標に、さらに低減に向け

て３億5,000万を切るぐらいの、それぐらい

の目標を持って、引き続き県内くまなく推進

をしてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員 ぜひよろしく強化していた

だきたいと思います。 

 あと、漁場の件ですけれども、廃船の件で

すが、なかなか、県のほうからの補助という

よりも、そういった国の制度、助成、省庁を

別にしても、あれば非常にありがたいとは思

うんですが、これまでも、あった制度を活用

できなかったこともあるというふうに聞いて

いるんですけれども、今お調べになっている

水産庁か環境省……。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 水産庁でそういう
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メニューがあったと。 

 

○西山宗孝委員 ぜひ具体的なところを探っ

ていただいて、非常に数的にも多うございま

すので、対策を早目に打ち出していただけれ

ばと思ってます。 

 １つだけ、処理費が5,000万または20隻以

上という解釈でよろしいんでしょうか。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 20隻以上かつ処理

費用が5,000万というところでございまし

て、ちょっと現状では、１漁港当たりで見る

と非常に規模が大きいのかなというような感

じではございました。 

 

○西山宗孝委員 一例を挙げてお話かと思い

ますので、ぜひとも、市町村は非常に県への

期待が大きくて、県は補助はなかつかいと必

ず怒られます。基本的に余り、単費も含めて

予算上の問題もありますが、ぜひともそうい

った国の制度を引っ張ってきていただくか、

もしくは少しなりとも補助を考えていただく

かということも今後検討していただければと

思います。要望しておきます。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○中村亮彦委員 44ページの、これ新規なん

ですけれども、くまもと農業法人活動強化支

援事業について質問をいたしたいんですが、

今農業法人が、もう1,000社を超えていると

いう説明だったと思うんですけれども、それ

から、熊本県の農業法人協会に業務委託とい

うようなことで、２の事業内容の(1)の①か

ら③まで、いろんな支援がなされると思うん

ですけれども、これは、その1,000社を超え

る、もう今1,000社を超えている農業法人に

対しての支援なんでしょうか。それとも、今

から新たに設立をする、あるいは設立をした

いという人にも、これ支援があるんでしょう

か。そこをお聞きしたいんですが。 

 

○下田農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 委員からお尋ねがありました、事業内容の

①の基礎資料の収集、②の経営力向上研修、

③の経営アドバイス機能、この中で、①の法

人の実態調査等の基礎資料の収集につきまし

ては、今法人化されております1,000社ほど

を対象に実施をしたいと考えております。 

 それから、②の経営力向上研修につきまし

ては、集合研修という形で、これも1,000社

を対象に実施したいと考えております。 

 ③につきましては、経営アドバイス機能

は、今年度につきましては、まず30社程度を

対象に進めてまいりたいと考えております。 

 委員からお尋ねがありました、今後法人化

を目指す方々への対応につきましては、１つ

前の43ページの資料をごらんいただければと

思いますが、担い手育成緊急支援事業という

事業の中で、まだ法人にはなっていらっしゃ

らない認定農業者とか地域営農組織に対して

も、経営力向上とか法人化に向けた支援を行

っていくということで考えておりまして、具

体的には、２の事業内容の(1)のところで、

くまもと農業経営相談所というものを本年設

置いたしますので、そこに自分の経営の中の

目標とする部分、それから改善したい部分等

をお出しいただいて、そういう意欲のある方

々の経営改善、法人化の支援をしていこうと

考えております。 

 

○中村亮彦委員 農業法人をふやしていくと

いうことについては、この農地集積であった

りとか大規模農業を目指すという意味では非

常に大切なことだろうと思います。いろんな

法人のあり方があると思うんですけれども、

今まで農家をやってた人が、その法人成りを



第２回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成30年４月27日) 

 

 

 

- 27 - 

するというパターンだったり、他産業から参

入をするというようなパターンだったり、い

ろんなパターンがあるから支援の仕方もやっ

ぱり均一じゃないと思うんですね。だから、

そういうところも見て一つ一つアドバイスを

していかれると思うんですけれども、この熊

本県農業法人協会、ここが指導する場合にど

こまで入っていけるのか。例えば、経営内容

とか、もっと言うなら財務内容とか、そんな

ところまで指導されるんでしょうか。 

 

○下田農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 法人協会が指導に入る場合につきまして

は、個々の法人ごとの財務内容の細かなとこ

ろまでは、さすがに法人が明らかにするとお

っしゃれば、教えていただいて指導いたしま

すが、財務内容につきましては、大まかにど

の程度の収益なのか、どの程度の経費がかか

っているのかという大きな枠組みの中で確認

をさせていただきながら、法人が今直面して

いる課題に対してアドバイスをする。特に、

法人協会の中でも、長く経験をされて、いろ

んなタイプの法人の方がいらっしゃいますの

で、そのタイプに合わせて、先輩法人が法人

になったばかりのところの指導に入るという

ような形を考えております。 

 

○中村亮彦委員 生産性の向上だとか、一番

大事なことは、やっぱり収益性だろうと思う

んですね。だから、1,000社の中でどれぐら

い収益があるのかということ、経営がうまく

いってるかということなんですけれども、そ

ういうところも、1,000社もいるんだった

ら、ある程度数字で見えるようなデータがあ

れば、県の農業法人、どのような推移で成長

していってるだとか、あるいは減退していっ

てるとかいうようなこともにらんでいかなけ

ればならないというふうに思いますので、し

っかりそこら辺も調査、データをとっていた

だきたいというふうに思います。 

 もう1点、済みません、いいですか。 

 

○緒方勇二委員長 はい、どうぞ。今のは要

望でよろしいですか。 

 

○中村亮彦委員 はい。 

 59ページの多面的機能支払事業についてな

んですが、これは、多面的機能支払交付金を

受けるのに、農地・水事業とかで交付金を受

け取ったら、これは交付金の二重取りになる

からできないというようなことで、こういう

認識でいいですか、まず。 

 

○久保田むらづくり課長 むらづくり課でご

ざいます。 

 59ページに書いてございます中山間地域等

直接支払交付金、多面的機能支払、これ目的

がそれぞれ別でございますので、重複可でご

ざいます。 

 

○中村亮彦委員 ということは、広大な農地

に関しては、水路が通ってたりとか、あるい

は埋設管が底に埋まっているんですが、これ

が、そういう農地を整備されて、何といいま

すか、盛んに整備をされたのは、もうやっぱ

り30年、40年前だと思うんですね、ピーク

が。そうなりますと、もうそれぐらい時間が

たってますから、水路においてはどうかわか

りませんが、送水管、埋設管においては、相

当やっぱり傷んどるわけですね。それも一遍

に壊れるわけじゃありませんから、地震とか

だったら一遍に壊れたりしますが、老朽化に

よって壊れる場合は、ポイント、ポイントで

壊れていくわけですから、そこを直すと、今

度は違うところに圧がかかって、またそこが

破れる、あるいは破損する、またそれを直せ

ば、また次というような、こういうことが繰

り返されるということで、これにももちろん

適用はできる――二重取りというと言葉は悪
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いですけれども、重複していけるということ

であれば、それはもう両方そっちに使っても

いいということでしょうか。 

 

○久保田むらづくり課長 ２点お答えしま

す。 

 まず、重複可と申しましたものを少し補足

させていただきますと、中山間地域等直接支

払制度というのは、これはいわゆる所得補償

的な事業でございまして、考え方とします

と、平たん部のいわゆる比較的作業効率がよ

くて生産コストも低いところ、それに比べま

して、中山間地域のある一定以上の傾斜要件

があるところですね、そちらの地域との結

局、生産コストの差を国の基本法に基づいて

交付金を交付するということで、極端に申し

ますと、交付をした時点で、この事業はもう

払い込んで終わりでございます。所得補償的

な意味合いがございます。 

 そして、下の多面的機能支払というのは、

比較的そういう傾斜とか要件がなくて、農振

農用地でございますので、平たん部もできま

すし、中山間地域、余り地域の区分はござい

ません。そちらのところでの具体的な農道と

か水路とか、そういったやつの維持管理、通

常の維持管理、それと今委員おっしゃられま

した特定の施設の、結局、長寿命化、延命化

するためのそういう維持管理ですね。いろん

なタイプが２つ３つ種類がございますけれど

も、その費用に対しまして、これ経費を国庫

補助も含めて補塡をして、農地の、結局、生

産活動を継続して、多面的機能ということで

申しました、例えば水源涵養効果でございま

すとか、水田が持つ洪水調節機能とか、そう

いったものを持続させるという、そういう活

動に対して交付金を交付するという、そうい

う事業でございますので、基本的に県内の傾

斜がきついところで、なおかつ、多面的機能

支払いの活動組織と申請する区域が重複して

いるところについて、両方の交付金を受ける

ことは、制度上、可でございまして、そこの

いわゆる地域の農業生産活動を持続させるた

めに、県のほうとしても、できるだけ重複で

きるところについては重複をして、交付を受

けるようなというところで推進を図っている

ところでございます。 

 それと２点目としまして、委員おっしゃら

れました、配管とかのいわゆる地下に埋設し

とる施設、１カ所あれでも全部この網みたい

につながっているので、そこ部分だけ直して

もだめだよということになりますと、この多

面的機能支払というのは、その施設の延命

化、維持管理に関します費用に対しまして交

付金を行うものでございますので、そういっ

た面的なところの抜本的な補修とかになりま

すと、ここではなかなか予算的にも限界がご

ざいますので、そこについては、いわゆるハ

ード整備の施設の更新事業でございますと

か、いろんな各種事業がございますけれど

も、そちらのハード整備の事業のほうで更新

整備をいただくということになろうかと思い

ます。 

 

○福島農地整備課長 農地整備課です。 

 今久保田課長が申しましたように、そのパ

イプライン等の用水施設ですね。それの老朽

化対策としましては、広範囲に及ぶ場合は、

51ページの県営かんがい排水事業でありまし

たり、あと52ページの県営経営体育成基盤整

備事業、そちらのほうで規模が大きい場合は

対応できますので、もし要望があるようでし

たら、うちのほうで検討させていただきたい

と思います。 

 

○中村亮彦委員 また改めて要望したいと思

うんですが、それは、県やあるいは町や土地

改良区の財産だと思うんですけれども、大

体、広いパイプ、送水管ということになりま

すと、そういうことだろうと思いますので、

負担率もあると思うので、その辺のところは
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また御相談させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 先ほどクルーズ船の話がご

ざいましたが、今月、４月20日だったですか

ね、東京で自民党の全国の県議が集まって研

修会があったんですが、その中で、安倍総裁

のほうから、この話が具体的にございまし

た。八代港のクルーズ船の話と、クルーズ船

の中に地元の農産品を今後展開していくんだ

という話がございましたので、御紹介してお

きたいなというふうに思います。 

 それで質問しますが、68ページの森林整備

課ですかね。主伐・植栽一貫作業システム支

援事業ですか。我々地元でも、木を伐採して

跡に木を植栽しないでそのまま終わってしま

うという場所が結構あるんですけれども、結

構聞くと県外業者とか話があって、また、地

元の業者に聞いてみると、県外に行ったとき

は我々も植栽しないという話も聞いたことが

あるんですが、そういった防止策というか、

そういったものにつながるのかどうか、そこ

ら辺をちょっとお聞かせいただければと思う

んですけれども。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 この主伐・植栽一貫作業システム支援事

業、68ページの事業でございますけれども、

やはり伐採者と植栽する者が別々ですと、な

かなかうまく連携がとれずに、そのまま放置

されてしまうというケースも多々あると思っ

てございます。そういう意味で、伐採者と植

栽者が連携をするためのうまく時期を合わせ

るですとか、計画調整をするためのソフト的

な支援も含めてございますので、この事業を

うまく適用することで植栽の未済地というも

のを抑制できる、そういう効果があるものと

思ってございます。 

 

○吉永和世委員 ぜひ一体化してもらって、

これから梅雨時期に入っていったりすると、

非常に心配される地域もあるんですよね、や

っぱり。ですから、そういったものを防ぐた

めにも、この事業をぜひ成功に導いていただ

きたいなというふうにお願い申し上げたいと

思います。 

 それと56ページの中山間農業モデル地区支

援事業、たしかこれまで13地区指定をされて

いるというふうに聞いておりまして、31年度

まで33地区ということでやってらっしゃるん

ですが、この13地区の中で、先進事例じゃな

いですけれども、成功事例、この高単価作物

というのが、どういったものを取り組んでい

らっしゃるのか、その先進事例をちょっと御

紹介いただければというふうに思います。 

 

○久保田むらづくり課長 むらづくり課でご

ざいます。 

 ２つお答えいたします。 

 まず、昨年度の事業ということで認定いた

だきまして推進を図ってまいりました。正確

には、水俣のほうの薄原・深川地区を初めと

して14地区、29年度において、モデル地区と

いうことで認定をいたしまして、さらに33地

区まで拡大、地区数、予算とも御承認をいた

だいて、今後推進を図ってまいりたいと思っ

ておるところでございます。 

 ２点目として、そのいわゆる高単価作物、

どういうものがあるかと申しますと、高単

価、国のほうは、これを高収益作物というふ

うに言っておるんですけれども、これになり

ますと、非常に産地指定とかいろんな規制が

ございますので、県単独の事業としては、い

わゆる量は少ないけれども、できるだけ収益

というかそういうものにつながるものを、規

模は小さいけれども推進していこうというの

が１つスタンスでございまして、量は小さい

けれども、各地域にある特色といいますか、

特徴のある作物ですね、こういったものをで
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きるだけモデル地区ということで取り入れて

やっていこうということでございます。 

 例えば熊本市でいきますと、吉次において

はミカンがございまして、そこをしっかりブ

ラッシュアップして、さらにブランド化とい

いますか、高品質も進めていくとか、あと認

定されました山鹿のほうの岳間、これについ

てはお茶ですね。ここをしっかり推進をして

いくということでございます。 

 県南にまいりますと、八代の旧東陽村五反

田、ここはショウガとかございますので、こ

ういったものをさらに上げると。あるいは、

今ない素材として新規作物として導入を考え

ておりますのが、例えばアスパラガスでござ

いますとか、あるいはスナップエンドウと

か、そういった各地域の冷涼な気候とか、地

域の特性といいますか、気候条件に合ったよ

うなものを、少量ではございますけれども、

少しずつ入れながら推進をしていくというこ

とで、そういった各地域に合ったものを少し

ずつ、量は少ないですけれども、そういった

ものをちりばめといいますか、多様なものを

入れながら、各地域のモデル地区、最終的に

は、そこの所得向上、収入増につなげていき

たいと。加えて、林産物の連携ということ

で、農業外収入についても複合収入というこ

とでしながら、地域の、結局、所得向上とい

うものを最終目的にして今後も進めていきた

いというふうに思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 もともとその場所で生産し

てたものも含め、新規のものも含め、高単価

になるようにということですよね。ぜひ頑張

っていただいて、高単価になるようにしてい

ただきたいと思います。 

 それと、これは大変な事業だと思うんです

けれども、70ページのくまもと緑の新規就業

支援対策事業ですか。今外国人の活用という

ことで、技能実習生ですか、といった取り組

みがあると思うんですけれども、なかなか、

この林業に関しては非常に難しいというふう

に聞いているので、林業大学校の建設に向け

た検討をされているということでございます

が、この外国人活用というのもあるのはある

んでしょうけれども、ただ、技能実習生にな

ると、対国がないと結局入ることができない

ということでしょうから、多分対国がないん

だろうなというふうに思うんですよね、技能

実習生の場合は。林業の場合ですよ。そうい

った分に関して非常に難しいんだろうなとい

うふうに思うんですけれども、その外国人活

用に対しての、何かこう今考えていることっ

ていうのがあれば、ぜひちょっと教えていた

だければなと思うんですけれども。 

 

○三原森林局長 済みません。森林局三原で

ございます。 

 林業の場合の外国人と申しますと、技能実

習生は、基本的に制度としてないわけではな

くて、ただ、１年間の教育期間だけで終わる

というふうな形の制度になってございます。

それとあわせて、熊本県内には、いわゆる受

け入れ機関がないというところで、いわゆる

山の中で木を切るとか下刈りをするとかとい

う外国人の技能実習生はいないというのが現

実でございます。ただ、林業の中でも、いわ

ゆる製材業とかという世界においては、１年

間の技能実習生がおられるところもございま

す。ただ、しかし、今言いましたように、非

常に林業においては門戸が狭いというのが現

実でございます。 

 今委員御指摘のとおり、林業において外国

人労働者の展開を何か考えているかというふ

うなお話としましては、やはりどうしても国

において、いわゆる技能実習生制度というの

が、非常にやっぱりがちがちにかたいところ

がございますので、それとあわせて、林業の

現場におきましては、チェーンソーとか使う
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場合に、やっぱりコミュニケーションですと

か危険を伴う作業で、いわゆる免許とか講習

を受けなければならぬという制度があります

ので、今のところとしては、外国人労働者よ

りも、なかなかハードルは高うございますけ

れども、日本人での新たな──ここに70ペー

ジにも書いておりますけれども、林業大学校

であるとか日本人の担い手を、やはり厳しい

かもしれませんが、少しずつでもふやしてい

って、担い手対策をやっていくというところ

をまずはしなければならないのかなというふ

うに考えてございます。 

 日本国全部で見れば、外国人のところを進

めようということで、いろんな取り組みとい

いますか、仕掛けといいますか、国に対する

要望ということをやってらっしゃる県もある

というふうに聞いておるんですけれども、な

かなか林業においては難しいというのが現状

じゃなかろうかなと思っております。私の認

識としては以上でございます。 

 

○吉永和世委員 はい、わかりました。何か

林業はちょっと心配な部分があるのかなと、

実際思っている部分があるので、その外国人

活用も含めて、林業大学校とかつくって日本

人の方々に入っていただくことは、それはも

ちろん大事なことなんですけれども、外国人

活用もしっかり検討しながら進めていくこと

が大事かなというふうにちょっと思ったりも

しているので、ぜひ検討いただければなとい

うふうに思います。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員 林業のことなんですけれど

も、雑木林のことについて、地元の話で大変

恐縮ですが、牛深の水産加工業の薫製用に雑

木林を伐採しています。雑木林、里山という

のは20～30年に１回切ったほうがいいという

形で、自然環境を維持するために非常にいい

産業であると思うんですけれども、ただ、森

林組合には入ってないんですね。自分たちで

任意の組合をつくっているんですけれども、

全体的には年間３～４億ぐらいの売り上げが

あると。遠いところは、枕崎あたりは球磨郡

から引いたりしていますけれども、牛深は大

体地元の天草のカシの木とかそういうものを

中心にやっているんですが、その森林組合に

入ってないもので、例えば伐採する機械とか

運搬するトラックとか、その辺の補助がなか

なか受けにくいんですよ。ただ、地元の水産

加工業の大体70億ぐらい今あるんですね。要

するに、だし用の節原料の生産、それにはも

うなくてはならないところなので、どうにか

そういうグループはつくってますので、何か

機械を買ったりトラックを買ったりするよう

なところにも補助金が流れるようなことはで

きないんですかね。 

 

○三原森林局長 今委員御指摘のとおり、牛

深地区におきましては、節生産におけるまき

ということで、まきを伐採されていわゆるな

りわいを立ててらっしゃる方が現在もいらっ

しゃるということは、私どもも認識してござ

います。 

 今森林組合というお話をされましたけれど

も、今林業関係のいわゆる機械の導入におき

ましては、森林組合だけではなくて、いわゆ

る法律上認定された事業体であれば、補助対

象になる場合もございます。あるいは、個人

のいわゆる林業会社でも補助対象になる場合

がございます。いろんなケースがございます

ので、それとあわせて、今国といたしまして

は、意欲ある担い手ということで、一生懸命

林業をやってらっしゃる方を意欲ある担い手

ということで指定して、その方々に補助を集

中しようという動きもございます。 

 今委員おっしゃられました雑木林を一生懸

命切って地域の循環に役立てているというの

は、非常に林業でもそれはそれで魅力ある林

業をやってらっしゃるのかなというふうに思
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ってございます。ですから、その辺の細かい

ところ、当然、山に入るのが、例えば10日ぐ

らいで、残りの300日ぐらいは別の商売をし

ているといったら、なかなか林業とは言えな

いんですけれども、その辺の区分とかという

のがございますので、細かい話になろうかと

思います。ぜひ、私どもなり、あるいは地域

の林務課に、その事業者の方が御相談いただ

くと、いろんな対策というのを考えられるん

じゃないかなと思いますので、ぜひよろしく

お願いしたいと思っています。 

 

○西岡勝成委員 天草の振興局のほうにはつ

ないでありますので、ぜひひとつ御指導くだ

さい。 

 

○渕上陽一委員 林業のことで吉永先生が大

変心配しとるという話もありました。また、

三原局長のほうから、大変厳しい状況がある

という話でありました。 

 １点要望ですけれども、66ページの林業公

社事業ということで予算が上がってきており

ますけれども、この間お話を聞きましたら、

３年ぐらいは林業公社も黒字になったという

こと。しかしながら、なかなか厳しい状況で

あるということでありますけれども、それを

請け負うところがあるわけでありまして、そ

こを請け負うところ、かなり厳しい状況にな

っていますので、ちゃんとした利益が残るぐ

らいはそこをやってくれというのを、ぜひと

も御指導いただきますよう、そこは要望させ

ていただいておきます。 

 それで、１点、64ページ、森林整備課。 

 所有者不明の森林というところがあります

けれども、森林組合あたりがそういったこと

をやってらっしゃるというふうに思いますけ

れども、市町村の税務課あたりとやっぱりそ

の辺の連携がなかと、なかなかそこら辺がわ

かりにくいということを言われておりますの

で、ぜひとも市町村に対しては、そういった

ところに対しては、この事業に対しては強力

にやってくれというのをぜひともつないでい

ただければというふうに思いますので、どう

かよろしくお願いしときます。要望でよかで

す。 

 

○磯田毅委員 今渕上先生がおっしゃったよ

うに、所有者不明の森林というのは、全国で

は、農地も含めてでしょうけれども、所有者

不明の土地が九州の広さがあるというニュー

スを聞いたんですけれども、熊本県内で、所

有者不明の森林地というのはどれぐらいある

のかが１つと、そして１つは、この委員会で

触れとかないかぬなと思って質問しますけれ

ども、25ページの種子法が、今月廃止がスタ

ートしたわけですね。新潟県や兵庫県だった

と思いますけれども、県条例で、それに対抗

して安定生産につなげていくという条例をつ

くって、ほかにも50から60ぐらいの地方自治

体が、そういう意見書を提出したと――だっ

たかな、そういうことを聞きましたので、こ

の種子法廃止による県内の不安というのは、

私がもう１回取り上げていますけれども、新

しい部長さんに、そこの認識をちょっとお伺

いしたいと思います。２点ですけれども。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 所有者不明の山林の熊本県内における量と

いうところの御指摘だったかと思います。 

 結論から申し上げますと、わからないとい

うのが実情でございます。森林の整備をする

に当たって、やはりどの場所をやるかという

ところを決めて所有者を探索していく、その

過程で、ここはわかる、わからないというも

のが出てまいると、そのような状況が現実で

ございます。 

 

○磯田毅委員 わかってる面積というのは、

逆にわからぬですよね。所有者がわかってる
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森林というのは、広さ、割合というのはわか

らぬわけですよね、もちろん。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 少なくともわかっているというものは、森

林組合等に対して経営の委託をする際に、森

林経営計画というものをつくっているという

ところがあるかと思います。森林経営計画、

今現在、県内の民有林の人工林の41％をカバ

ーしているというところでございますので、

少なくとも、この41％については、所有者が

わかっているという認識でよろしいかと思っ

てございます。 

 以上でございます。 

 

○福島農林水産部長 25ページの種子法の廃

止に伴う影響ということで、ここに目的に書

いておりますとおり、稲、麦、大豆と、主要

農作物ということですね。これをきちっと守

っていくというために、従来どおりのやり方

をとにかくやっていこうということで、先ほ

ど、冒頭で課長からの説明がありましたとお

り、もう早速、旧年度中に要領等も定めまし

て、きちっとこれまでの体制をとっていくと

いうことで、これしっかり前の部長がお答え

したとおり守っていくと、きちっとやってい

くという思いでおりますので、よろしく御理

解お願いします。 

 

○磯田毅委員 そうですね。不安というの

は、なかなか具体的に証明できるものじゃな

いんですけれども、やっぱりこれまでと法律

が変わったという中で民間活力を入れて、こ

の種子開発についてはもっと効率的なという

目的があったかと思いますけれども、そうい

った面が果たして民間につなげていくことが

消費者の利益につながるかという不安は、私

は消えてないと思いますね、そういった全国

の動きからしても。 

 熊本県は、しっかりとこういった対策を立

てておいでですけれども、将来どうなるかと

いう不安については、同じ皆さんの認識を高

めてもらって、やっぱり条例をつくるという

のはちょっと難しいかもしれぬですけれど

も、背景にはそういう不安があるということ

を認識したいと思います。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○渕上陽一委員 済みません。34ページの農

産園芸課。 

 生産総合事業、これは強い農業交付金のこ

とのところですかね。今私たち、地元から言

われるのは、熊本は大変先進的な農業をされ

とるということもあって、ポイント制でこの

事業が受けられる、受けられぬということが

あって、なかなか受けにくくなったというこ

とを聞いておりまして、ぜひとも、やはり知

恵を出すなり、また、国に対してどうしたら

受けられるかぐらいの何か努力をぜひともお

願いしたいというふうに思っております。こ

れは要望でよろしいです。 

 それと、41ページの農地・担い手支援課の

農地集積加速化事業の中で、２の事業内容の

(4)の人・農地プラン策定支援事業というこ

とで、これは以前も質問させてもらったんで

すけれども、そのときの部長の答弁は、これ

は未来の設計図になるんだという話がありま

した。ざっとして埋めただけで設計図をつく

って出すのも、何回も何回もその地域で話し

合いをしながらしっかりとしてつくった設計

図も、同じように上がってきてしまっている

わけですけれども、この辺はもう一回しっか

りと話し合いをするようにということで、ぜ

ひともそこら辺は頑張っていただければとい

うふうに思っております。要望でよろしいで

す。 
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○緒方勇二委員長 ほかに。 

 

○吉永和世委員 林業振興課、73ページで

す。 

 新規事業ですかね。県産木材輸出促進支援

と「県産和室」輸出促進、これ、たしか新聞

かニュースかで取り上げられたというふうに

思っているんですけれども、これ現状をもう

ちょっと詳しく教えていただければなと思い

ますが。 

 

○緒方勇二委員長 和室輸出の現状だそうで

す。 

 

○三原森林局長 委員のお尋ねの73ページの

県産木材輸出促進事業、新聞に取り上げられ

たのは、タイへの製品輸出ではなかったかな

と。現在、県の輸出促進協議会というところ

が中心となりまして、いわゆる和室をパッケ

ージ化して輸出をしていこうということで、

この前新聞に取り上げられておりましたのは

タイへの輸出ということで、特に芦北のほう

でチームをつくって、製材業の方々、それか

らいわゆる木材業の方々、それから大工さ

ん、そういった方が、チームを組んでいわゆ

る外国に出ていって、製品を輸出するだけで

はなくて仕上げまで日本人でやってしまおう

と、それも熊本の地域の人たちでやってしま

おうという取り組みを昨年ぐらいから進めて

きております。ここの中でマル新と書いてお

りますのは、事業年度が変わったということ

でマル新、新たな取り組みとしております

が、以前から種をまいてきたものが、やっと

見えるようになってきたということで、この

前新聞で取り上げられたものと考えておりま

す。 

 ですから、今芦北のほうのチームと申しま

したけれども、県内で、例えば八代のチーム

であるとか、熊本のチームであるとか、県内

各地で、やはり商売の規模としては小さいん

ですが、技術とかをお持ちの方々を地域でま

とめて、そのまとまった方々でチームを組ん

で、小さいけれども輸出していこうという取

り組みが、ここの県産材の輸出促進支援事業

の主たる取り組みでございます。 

 そういった取り組みを積み重ねながら、今

現在輸出自体は丸太の輸出をメーンに行って

おるんですが、それを少しずつ製品の輸出に

つなげると。先ほど磯田先生からもありまし

たように、木構造規範あたりで製品を輸出せ

ぬことには県内の業界は潤いませんので、小

さな取り組みから始めて製品の輸出まで行き

たいと。その中には、付加価値をつけるため

に、大工さんとかというものも熊本から派遣

してやっていきたいというふうな取り組みと

いうことで組み立てておるものでございま

す。 

 

○吉永和世委員 おもしろいなと思って見て

たので、ぜひ成功していただきたいなという

思いでちょっと質問させていただきました。 

 以上です。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 なければ、以上で質疑を終了いたします。 

 次に、その他に入ります。執行部から報告

の申し出が１件あっております。 

 まず、報告について、執行部の説明を受け

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、担当課長から報告をお願いいた

します。 

 

○千田農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会報告資料、平成28年熊

本地震からの復旧・復興の状況について説明

させていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 熊本県農林水産被害額の概要になります。
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被害額合計は1,826億円で、本年３月13日に

確定したところです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 熊本地震からの復旧・復興プランにおい

て、農林水産部では、営農再開を目指す農家

の平成31年に営農再開100％を重点項目とし

て掲げております。 

 上段のグラフは、今年度の営農の可否を目

安として、平成30年５月末の見込みの再開率

です。現在のところ、５月末で96.9％を見込

んでおります。 

 資料下段の営農用施設・機械の復旧を支援

する被災農業者向け経営体育成支援事業の申

請は、１万件余、事業完了は85.5％となって

おります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 上段は、農地・農業用施設の復旧について

です。復旧とあわせ、大区画化や農地集積

等、創造的復興に取り組んでいるところで

す。 

 下段は、カントリーエレベーター等共同利

用施設の復旧状況です。残り１カ所は、ＪＡ

熊本うきのカントリーエレベーターですが、

６月に完成の予定になります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 上段から、畜産クラスター事業、治山事

業、林道、木材加工流通施設の復旧状況で

す。 

 前ページの農地・農業用施設の復旧や治山

事業など、公共事業関係については、業者不

足等による入札の不調、不落が発生してお

り、入札制度の見直しや発注ロットの拡大

等、さまざまな対策を講じ、県と市町村が連

携して取り組んでいるところです。 

 ５ページをお願いいたします。 

 上段の水産関係施設等は、既に完了済み、

下段は、国の直轄代行による農地海岸施設、

治山施設の状況ですが、着実に復旧が進んで

いるところです。 

 説明は以上になります。 

 

○緒方勇二委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

  (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、これで報告に

関する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

  (｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、陳情・要望書が１件提出されてお

ります。参考としてお手元に写しを配付して

おります。 

 それでは、これをもちまして第２回農林水

産常任委員会を閉会します。 

 お疲れさまでございました。 

  午後３時30分閉会 
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